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思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま

P4 　市民一斉清掃　　
Ｐ5 　市役所臨時駐車場
Ｐ6 　平成26年度 たかはまの決算報告
P13　成人式の案内
P14　シティマラソン参加者募集

高浜市の秋の風物詩「おまんと祭り」が
開催されました。国内屈指の危険な祭り
ともいわれており、疾走する馬に挑む若
衆の勇姿を、大勢の観客がほれぼれと見
つめ、喝采をおくっていました。

（春日神社にて撮影）
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特集

おまんとや射放弓といった秋祭りも終わり、いよい
よ晩秋。冬に向けて、景色がまた変わります。
芳川町の海岸線や市内を横切る稗田川の水辺に

は、この時期ならではの野鳥の姿が。大山緑地の紅葉
も見ごろを迎え、市の花でもある菊が各所で薫り高く

咲き誇る時期です。
三河高浜駅・高浜港駅を結ぶ「鬼のみち」も誕生から
約20年。深まる秋を楽しみながら、開館20周年記念
展開催中の「かわら美術館」まで歩いてみては。

右）稗田川ではカル
ガモが泳ぐ姿が

中）人形小路菊まつ
りは11/7～15

左）大山緑地心字池もみじ
ライトアップ11/24
～12/3（予定）
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特集／たかはまの秋　みっけ

「やはり11月は
紅葉や菊がお勧
めですね。個人
的には高浜港駅
前のニコニコ鬼
広場で、巨大鬼
面の上に広がる
秋空を見上げる
のも大好きです。
広場横の観光協
会にも立ち寄っ
てくださいね。」
（近藤さん）　

①鬼のみちは上を向い
て歩こう。珍しい鬼瓦
に出会えるかも。

②大山緑地隣接の茶室
「春日庵」。秋は風情
もひとしお。

③特産野菜になるか?ジ
ャンボ落花生。散策の
お供はやっぱり、とり
めしおにぎり。

③日没が早い時期、かわ
ら美術館からもれる
灯りが魅力的です。

鬼のみち沿い
の観光案内所
ONI-House
休憩にもどう
ぞ。

高浜市観光協会で、
散策マップを手に入れよう!

☎52－2288
ホームページからもダウンロードできます。

高浜市観光協会で聞きました

問合せ先　高浜市やきものの里かわら美術館　☎52－3366　■FAX 52－8100

コレクションの名品・優品をえりすぐり、前期・後期に分けて展示します。
前期は、東アジア最古の瓦である中国・西周時代の瓦から、朝鮮半島をへて、飛鳥
時代から近代日本の瓦まで、瓦の歴史を通史的に語る、貴重で美術品としても価値の
高い資料の紹介です。瓦製の「塼仏」や「瓦経」など仏教美術の名品も含め、ほかでは
なかなか見られない貴重な品々が一堂に会します。

11月14日（土）～12月6日（日）＜前期：古瓦＞
12月12日（土）～平成28年1月11日（月･祝）＜後期：美術作品＞

午前9時～午後5時（観覧券の販売は午後4時30分まで）
※休館日…前期：月曜日（11月23日は開館）、11月24日（火）

後期：月曜日（1月11日は開館）、12月28日（月）～1月1日（金）

かわら美術館　開館20周年記念特別企画展

ギャラリートーク
とき　11月21日（土）
午後2時～
ところ　
かわら美術館展示室内
※当日観覧券が必要

ワークショップ「瓦の拓本を採ろう」
とき　11月22日（日）午後2時～
ところ　かわら美術館3階講義室
定員　15人（先着順）
※電話受付中
※カメラ・拓本道具のある方は持参

予約不要
無料

予約要
無料

開館20周年を記念し＜前期＞のみ観覧料無料!

館 蔵 名 品 展
コレクションの名品・優
前期は、東アジア最古の
時代から近代日本の瓦ま

かわら美歴史と芸術
に親しむ秋

①

②

④

①

②

④

③

がきょうせんぶつ

単弁蓮華文軒丸瓦
（奈良・山村廃寺／白鳳時代）

蓮蕾文軒丸瓦
（朝鮮半島／高句麗）

白虎文軒丸瓦
（中国／漢）
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市民行動の日 「一斉清掃」
特設ステーション 一斉清掃

11月15日（日）　午前8時～9時
※小雨決行。大雨の場合中止

※下線のある特設ステーションは、変更箇所です。

問合せ先
・ごみ回収作業　　  □市市民生活グループ  ☎52－1111（内線263）
・土砂（泥）上げ作業  □市都市整備グループ  ☎52－1111（内線296）

各家庭周辺から特設ステーション（左表）までの生活道路に落ちてい
るごみを拾い、午前８時～９時に特設ステーションへ持参してくださ
い。
※ごみ拾い用の袋は自由です（各自で用意）。可燃ごみと不燃ごみ
に分けて入れてください。
※家庭のごみは、特設ステーションには絶対に出さないでください。

特設ステーションには「みんなでまちをきれいにしよう」の黄色（蛍
光色）のぼり旗を掲げてあります。「可燃ごみ」「不燃ごみ」に仕分け
て置いてください。

午前9時から順次回収　します。

★各家庭周辺の道路側溝の中の土砂
（泥）上げも実施します。土砂（泥）
は、回収車両が通ることができるように道
路の端に固めておいてください。

◆クリーンセンター衣浦
特別搬入日
１１月１５日（日）
午前８時３０分

～１１時３０分
クリーンセンター衣浦へ直接
搬入することができますので、
家庭から出たごみは、クリーン
センター衣浦へ搬入してくだ
さい。

◆田畑や空き地などの
所有者・管理者の方へ

・日ごろから草刈りをするなど
不法投棄をされないように
努めてください。

・刈り取った草や回収した不
法投棄ごみは、所有者または
管理者で処分し、特設ステー
ションには出さないでくださ
い。

【お願い】
・名鉄の線路敷地内へは、絶対に入らないでください。
・ごみ回収や土砂（泥）上げ作業は、ボランティアの皆さんの協
力により行っています。ごみ回収車両や土砂（泥）上げ作業車
が巡回してきたら、車両への積載作業に協力してください。
・市民総参加のボランティア作業です。安全第一で、危険な作
業は絶対にしないでください。

市民行動の日

二池町

本郷町

稗田町

八幡町
新田町

芳川町

向山町

湯山町

田戸町

屋敷町

清水町

碧海町

春日町

青木町

町内会名

沢渡町

呉竹町

神明町
豊田町

論地町

小池町

大清水公園
八幡公園
大坪公園

特別養護老人ホーム論地がるて
ん横
勤労青少年ホーム
秋葉社

沢渡町集会所前
さわたり夢広場

小中根公園
丸畑公園
吉浜保育園西駐車場

清水町交流館前

山田公園
小池グランド北分別収集拠点

市役所西側植樹帯
高浜幼稚園南
老人ふれあいの家(宅老所「いっ
ぷく」)
かわら美術館東駐車場（花壇横）

特設ステーション

大山緑地北の橋
大山緑地駐車場
鈴木氷商店北防火水槽前

碧海グランド駐車場
港小学校正門（二池町と合同）
高浜南部公民館西駐車場（　〃　）

中部公園南駐車場
神明公園
高取児童遊園
エディオン高浜駐車場東寄り
パレスアオイⅡ北側歩道

吉浜ふれあいプラザ前
吉浜公民館
後世山公園
シルバー人材センター北駐車場
湯山公園
東中根児童遊園
葭池住宅ごみステーション

高取公民館南側駐車場
向山子ども広場

竜田公園
蛇抜公園
神明社下県道名古屋・碧南線沿い

本郷子ども広場南西角
火の見やぐら跡

大三昧児童遊園
稗田会館前

東海児童センター
宝殿社南下広場
洲崎公園
消防団第２分団倉庫前

サークルＫ二池町店横
二池会館前
高浜南部公民館西駐車場（碧海町
と合同）
港小学校正門（碧海町と合同）
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10月6日　新庁舎の起工式が行われました。工事関係者が見守るな
か、厳粛に式がとり行われ、安全を祈願しました。安全安心の拠点、集
いの場、情報発信の場として庁舎がうまれかわります。
新しい市役所庁舎をこんなふうに使えたらいいね、こんな瓦が飾られ
ていたら高浜市らしいね、という市民の皆さんの参画も始まりました。
安全に十分留意し工事を進めます。皆さんの理解と協力をお願いします！

市役所庁舎の工事がスタート

新庁舎建設工事のため

臨時駐車場を利用してください
11月1日（日）～平成29年9月末（予定）

問合せ先　□市行政グループ　☎52－1111（内線351・328）

庁舎建設工事のため、市役
所に駐車できる台数が減少し
ます。
工事期間中は現庁舎北東側
の臨時駐車場を利用してくだ
さい。

ご不便を
おかけしますが、
ご理解と

ご協力をお願い
します。

↑至刈谷

↓至碧南

↑至刈谷

↓至碧南

臨時駐車場

建
設
予
定
地

臨時駐車場

建
設
予
定
地

臨時駐車場を利用して
ください。

現庁舎の駐車可能台
数が減ります。

▲チャレンジスペースのワークショップ▲鬼師さんからもアイデアが… ▲起工式のようす
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特設ステーション

大山緑地北の橋
大山緑地駐車場
鈴木氷商店北防火水槽前

碧海グランド駐車場
港小学校正門（二池町と合同）
高浜南部公民館西駐車場（　〃　）

中部公園南駐車場
神明公園
高取児童遊園
エディオン高浜駐車場東寄り
パレスアオイⅡ北側歩道

吉浜ふれあいプラザ前
吉浜公民館
後世山公園
シルバー人材センター北駐車場
湯山公園
東中根児童遊園
葭池住宅ごみステーション

高取公民館南側駐車場
向山子ども広場

竜田公園
蛇抜公園
神明社下県道名古屋・碧南線沿い

本郷子ども広場南西角
火の見やぐら跡

大三昧児童遊園
稗田会館前

東海児童センター
宝殿社南下広場
洲崎公園
消防団第２分団倉庫前

サークルＫ二池町店横
二池会館前
高浜南部公民館西駐車場（碧海町
と合同）
港小学校正門（碧海町と合同）
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カ メ ラ レ
ポ
ー
ト

C A M E R A  R E P O R T

10月6日　新庁舎の起工式が行われました。工事関係者が見守るな
か、厳粛に式がとり行われ、安全を祈願しました。安全安心の拠点、集
いの場、情報発信の場として庁舎がうまれかわります。
新しい市役所庁舎をこんなふうに使えたらいいね、こんな瓦が飾られ
ていたら高浜市らしいね、という市民の皆さんの参画も始まりました。
安全に十分留意し工事を進めます。皆さんの理解と協力をお願いします！

市役所庁舎の工事がスタート

新庁舎建設工事のため

臨時駐車場を利用してください
11月1日（日）～平成29年9月末（予定）

問合せ先　□市行政グループ　☎52－1111（内線351・328）

庁舎建設工事のため、市役
所に駐車できる台数が減少し
ます。
工事期間中は現庁舎北東側
の臨時駐車場を利用してくだ
さい。

ご不便を
おかけしますが、
ご理解と

ご協力をお願い
します。

↑至刈谷

↓至碧南

↑至刈谷

↓至碧南

臨時駐車場

建
設
予
定
地

臨時駐車場

建
設
予
定
地

臨時駐車場を利用して
ください。

現庁舎の駐車可能台
数が減ります。

▲チャレンジスペースのワークショップ▲鬼師さんからもアイデアが… ▲起工式のようす



わかりやすい財政のはなしわかりやすい財政のはなし

借入や返済の状況はどうなの？

平成２６年度の一般会計決算状況は、歳入決算額
１４６億４，１１７万円に対して、歳出決算額１３６億７，４
３８万円で、差し引き９億６，６７９万円となりました。こ
のうち、土木費などの財源として１，８６８万円を平成
２７年度に繰り越していますので、実質的な収入と支
出の差額は９億４，８１１万円となっています。
この決算額を前年度と比較すると、歳入で６億８，

９０６万円の増、歳出で６億２，９１１万円の増となっ
ています。

◆平成27年3月31日現在

◉人　口………………46,373人
◉世帯数………………18,239世帯

高浜市の借金時計って何？

会計別決算額

計算
方法

高浜市の借金時計
市民１人あたりの借金額は？

36万2,538円
（平成27年9月1日現在の高浜市の人口　46,584人）

平成27年11月1日

高浜市が抱える借金は、今どれくらい？

平成26年11月1日時点では37万8,102円でした。

一般会計
歳入 146億4,117万円

（前年比 4.9%増）

歳出 136億7,438万円
（前年比 4.8%増）

基礎数値

※一般・特別・企業会計を合計した数字です。

高浜市の歳入・歳出の決算総額

たかはまの決算報告

歳　出　　224億3,244万円
（前年比 4.9%増）

歳　入　　236億4,338万円
（前年比 4.8%増）

“高浜市の借金はどれくらいだろう？”という疑問
を解決するために、定期的に広報に借金の残高を
掲載しています。

一般会計における平成26年度の借入（市債）は3億
3,500万円、返済（公債費）は10億5,118万円とな
っています。（会計別決算額のグラフを参照）

（一般会計＋特別会計＋企業会計）の
　平成27年11月1日借入残高の合計

平成27年9月1日の人口

家計の収入・支出のように、市にも歳入・歳出があります。９月市議会定例会で平成２６年度の決算がすべて認定
されましたので、市民の皆さんが納めた税金などが、どのように使われたのかをお知らせします。

平成２６年度

◉市民の皆さんのために使われたお金

◉納めていただいた税金

◆１人あたり………18万8,673円
（前年比　8,246円の増）

◆１世帯あたり……47万9,704円
（前年比　15,504円の増）

◆１人あたり………48万3,739円
（前年比　20,957円の増）

◆１世帯あたり… 122万9,916円
（前年比　39,280円の増）

国県支出金（18.2％）
26億7,414万円

市税（59.8％）
87億4,932万円

歳入

歳出

地方交付税（1.6％）
2億2,982万円

市債（2.3％）
3億3,500万円

その他（18.1％）
26億5,289万円

民生費（41.5％）
56億7,111万円

総務費（13.0％）
17億7,363万円

衛生費（11.6％）
15億8,043万円

土木費（8.7％）
11億9,401万円

教育費（10.5％）
14億4,047万円

公債費（7.7％）
10億5,118万円

その他（7.0％）
9億6,355万円
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■ 市税の内訳 ■ 主要施策事業

財政悪化の早期発見・早期治療を行い、市が突然財政破綻してしまうことを防ぐため、財政の健全性を判断する
指標の公表が義務づけられています。なお、高浜市はいずれの指標も健全な状態です。

○早期健全化基準以上になると、財政健全化計画を策定するなど自主的な改善により財政の健全化を図ることになります。いわゆる、
財政破綻の一歩手前（イエローカード）の状態です。     
○財政再生基準以上になると、財政再生計画を策定するなど国の関与により財政の再生を図ることになります。いわゆる、財政破綻
（レッドカード）の状態です。 

市税収入は、前年度と比べると４億１，３２２万円の増
で、全体の８６．６％を市民税および固定資産税で占め
ています。市民税は、３億５，７５５万円の増、固定資産税
は、５，６４４万円の増となりました。

■ 財政力指数（０．９８）
「財政力指数」とは、標準的な行政サービスを行うの
に必要な財源を、どれだけ自力で調達できるかを表す
数値で、「１」を超えるほど財源に余裕があるとされて
います。
※愛知県内３８市中　高浜市は１４位の数値となっています。
（愛知県内３８市平均　０．９５）

●基本目標Ⅰ
みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう
・市庁舎あり方公募事業　　　　　　　　　　1,682万円
・アシタのたかはま研究事業　　　　　　　　　808万円

●基本目標Ⅱ
学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業　　　　7,335万円
・ドラマ制作費補助金　　　　　　　　　　　　200万円

●基本目標Ⅲ
明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
・地区計画決定図書作成業務委託・
企業再投資促進補助金　　　　　　　　　 1,700万円

・道路施設長寿命化対策　　　　　　　　　 6,336万円

●基本目標Ⅳ
いつも笑顔で健やかに つながり１００倍ひろげよう
・臨時福祉給付金給付事業　　　　　　　　 7,230万円
・認知症予防体制構築業務委託　　　　　　　　540万円

問合せ先　□市財務グループ　☎52－1111（内線306）
※詳しい情報は、市公式ホームページ（http://www.city.takahama.lg.jp）で閲覧できます。

その他（4.8％）4億2,039万円

都市計画税（8.6％）7億5,480万円

市民税（43.4％）
37億9,980万円

固定資産税（43.2％）
37億7,433万円
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財政健全化の状況報告

会計名

公共下水道事業

国民健康保険事業

歳入決算額

土地取得費

14億4,700万円（+13.3%）

24億8,811万円（+4.4%）

8,132万円（+14.5%）

7,359万円（+38.0%）

35億2,736万円（+0.1%）

公共駐車場事業

歳出決算額

介護保険

2,791万円（+35.9%）

3,026万円（+274.0%）

■特別会計

34億2,048万円（▲0.2%）

14億1,173万円（+14.6%）

後期高齢者医療 4億4,580万円（+6.0%） 4億3,915万円（+6.4%）

24億3,393万円（+10.4%）

■企業会計（水道企業会計）

収益的

区分

支出

収入

収入

支出

7億3,220万円（+3.4%）

8億6,005万円（+8.5%）

決算額

7,898万円（+0.8%）

2億6,240万円（▲18.7%）資本的

補てん財源 1億8,342万円（▲24.9%）

※「特別会計」は、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置しています。

※「補てん財源」とは、企業会計内で留保されている資金であ
り、資本的収支の不足額を補てんする財源です。

※（　）内は前年比 ※（　）内は前年比
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25.00% 健全35.00%

健全

健全

財政再生基準 結果

20.00%

2.1%

13.54%

18.54% 30.00%

―
（赤字ではない）

―
（赤字ではない）

早期健全化基準

将来負担比率とは、家計でいえば、年収に対する将来見込まれ
る借金（全会計）の割合を示したものです。健全

実質公債費比率とは、家計でいえば、年収に対する年間の借金
返済額の割合を示したものです。

高浜市の比率

連結実質赤字比率とは、実質赤字比率を、公営企業会計を含
めた全会計に適用したものです。

実質赤字比率とは、一般会計などの黒字・赤字を判断する指標
で、家計でいえば、年収に対する赤字の割合を示したものです。

説　　　　　　明
実　　質
赤字比率

連結実質
赤字比率

指標

実質公債費
比　　率

―
(将来負担比率なし)

将来負担
比　　率 350.00%
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２７年度に繰り越していますので、実質的な収入と支
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ています。
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※一般・特別・企業会計を合計した数字です。

高浜市の歳入・歳出の決算総額
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歳　入　　236億4,338万円
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を解決するために、定期的に広報に借金の残高を
掲載しています。
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3,500万円、返済（公債費）は10億5,118万円とな
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財政悪化の早期発見・早期治療を行い、市が突然財政破綻してしまうことを防ぐため、財政の健全性を判断する
指標の公表が義務づけられています。なお、高浜市はいずれの指標も健全な状態です。

○早期健全化基準以上になると、財政健全化計画を策定するなど自主的な改善により財政の健全化を図ることになります。いわゆる、
財政破綻の一歩手前（イエローカード）の状態です。     
○財政再生基準以上になると、財政再生計画を策定するなど国の関与により財政の再生を図ることになります。いわゆる、財政破綻
（レッドカード）の状態です。 

市税収入は、前年度と比べると４億１，３２２万円の増
で、全体の８６．６％を市民税および固定資産税で占め
ています。市民税は、３億５，７５５万円の増、固定資産税
は、５，６４４万円の増となりました。

■ 財政力指数（０．９８）
「財政力指数」とは、標準的な行政サービスを行うの
に必要な財源を、どれだけ自力で調達できるかを表す
数値で、「１」を超えるほど財源に余裕があるとされて
います。
※愛知県内３８市中　高浜市は１４位の数値となっています。
（愛知県内３８市平均　０．９５）

●基本目標Ⅰ
みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう
・市庁舎あり方公募事業　　　　　　　　　　1,682万円
・アシタのたかはま研究事業　　　　　　　　　808万円

●基本目標Ⅱ
学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業　　　　7,335万円
・ドラマ制作費補助金　　　　　　　　　　　　200万円

●基本目標Ⅲ
明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
・地区計画決定図書作成業務委託・
企業再投資促進補助金　　　　　　　　　 1,700万円

・道路施設長寿命化対策　　　　　　　　　 6,336万円

●基本目標Ⅳ
いつも笑顔で健やかに つながり１００倍ひろげよう
・臨時福祉給付金給付事業　　　　　　　　 7,230万円
・認知症予防体制構築業務委託　　　　　　　　540万円

問合せ先　□市財務グループ　☎52－1111（内線306）
※詳しい情報は、市公式ホームページ（http://www.city.takahama.lg.jp）で閲覧できます。
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財政健全化の状況報告
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土地取得費

14億4,700万円（+13.3%）
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9月の健康自生地認定審査会において、新たに4
か所が「健康自生地」として認定され、全部で77か所
（10月１日現在）になりました。興味のある活動や近
くの健康自生地に、ぜひ一度足を運んでみてくださ
い。いろいろなお気に入りの出かけ先を見つけて、楽
しく健康的な毎日をすごしましょう！

健康自生地って何？
家に閉じこもって生活が単

調・不活発になると、認知症を
はじめとする介護のリスクが急速に高まります。
高齢者の皆さんが閉じこもることなく、いきいき

とした生活を送ることができるよう、皆さんが自分
から出かけたくなるような場所や地域の皆さんとふ
れあえる場所を、高浜市では「健康自生地」と名づ
け、認定しています。
各健康自生地の運営は、地域の皆さんが自主的

に行い、高齢者の皆さんの居場所づくりに協力いた
だいています。

すぎうら靴店 連絡先　☎53─0644

問合せ先　いきいき広場内生涯現役まちづくりグループ　☎52－9873
　　　　　専用ホームページ「たかはま元気deねっと」 http://www.takahamashi.info/

認定ＮＯ．74

美味良酒マルア 連絡先　☎53─0551認定ＮＯ．75

岩月ふとん店 連絡先　☎53─0004認定ＮＯ．76

洋菓子の店パピヨン 連絡先　☎52─3673認定ＮＯ．77

新★健康自生地を
紹介します！

けん　こう　　じ　　せい　 ち

新★健康自生地を
紹介します！

けん　こう　　じ　　せい　 ち

たかはま元気 検索

とき　11月19日（木）　9：30～10：10　　ところ　吉浜公民館２階　Ｅ会議室
内容　ピアノに合わせて、歩いたり、止まったり、合図でいろいろな動作を

します。即時反応をすることで、体も頭も使い脳トレになります。
問合せ先　090－9192－7190（榊原）

健康自生地に
なるカモ？！

『大人向け
リトミック』

～無料お試し企画～

び み りょうしゅ

場　所

水曜日以外

参加費実施日
9：30～
19：00 なし春日町六丁目5－34

時　間

不要

予約

・地域の方に愛されているくつとバッグのお店です。
・足の悩みなど、くつ選びの相談に応じます。
・散歩途中に足が疲れたときは、相談もかねて気軽に立ち寄ってください。

場　所

火曜日以外

参加費実施日
9：00～
20：00 なし春日町三丁目6－21

時　間

不要

予約

・品ぞろえが豊富と評判の酒店です。
・健康的なお酒の飲み方などをアドバイスします。
・健康自生地が多く並ぶ道沿いにあるので、休憩にも立ち寄ってください。

場　所

火曜日以外

参加費実施日
9：00～
18：00 なし青木町五丁目8－6

時　間

不要

予約

・良質な睡眠は、体の健康にも、心の健康にも大切です。健康になるための、自
分に合った寝具選びの相談に応じます。

・テーブルとイスもありますので、おしゃべりや休憩にも利用してください。

場　所

月曜日以外

参加費実施日
9：00～
20：00 なし神明町一丁目7－3

時　間

不要

予約

・店名でもあるスポンジと生クリームの洋菓子「パピヨン」で有名な洋菓子店です。
・喫茶店利用時にいきいき健康マイレージ通帳提示で、飲物代が５０円引きにな
ります。
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【募集人数】各コース10人程度（先着順）
【参加費】無料　※飲食代など実費徴収あり
【申込期間】１１月２日（月）～１０日（火）
【申込方法】電話にて、希望のコース、氏名、住所、電話番号、年齢を伝えてください

第3コース　11月21日（土）
【時　間】午後１時30分～4時
【コース】①認定No.38　切手アート講座（貼り絵体験）

②認定No.56　サロンぽっぽっぽ（喫茶代別途）
※マイレージ通帳を持っている方は持参してください
③認定No.19　昭和で元気になる会（回想法体験）
※会場は、認定No.3吉貴
④認定No.35　もちきち（買物）

第1コース　11月15日（日）
【時　間】午前10時～午後1時
【コース】①認定No.22　BREEZE　（ウクレレ体験）

※会場は認定No.3吉貴　（人形歌舞伎観覧300円、買物）
②認定No.40　吉浜人形紫峰人形美術館　（美術館観覧）
③認定No.4 　 仲平座＆おいでん横丁　（寄席300円、買物）
④認定No.56　サロンぽっぽっぽ　（昼食代別途）

お出かけにぴったりな秋！
健康づくりのウォーキングをかねて、吉浜地区にある健康自生地を巡りませんか？
健康自生地スタンプラリーのポイントもたくさん貯まるチャンスです♪

第2コース　11月18日（水）
【時　間】午後１時30分～4時
【コース】①認定No.5 　 折紙教室　（教室見学）

②認定No.42　正林寺　（法話）
③認定No.3 　 吉貴　（人形歌舞伎観覧３００円、買物）
④認定No.36　万久　（美術品観覧、コーヒー代別途）

申込・問合せ先　いきいき広場内生涯現役まちづくりグループ　☎52－9873
受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く。）

申
込
み・問
合
せ

開
催
日
時
・
コ
ー
ス

健康自生地
ウォーキングツアー開催！

健康自生地
ウォーキングツアー開催！

健康自生地
ウォーキングツアー開催！

雨天決行吉
浜 地 区

集合場所　第１コース：吉浜人形（屋敷町一丁目５－１４）駐車場
第２，３コース：吉浜ふれあいプラザ（屋敷町二丁目３－１５）

この日は「人形小路菊まつり」の
最終日！菊で鮮やかに彩られた
まちなみを散策できます。
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「
ま
な
び
」
の
第
一
歩
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
興
味
・

関
心
か
ら
、
趣
味
・
教
養
と
し
て
自
身
の
能
力
を
高
め
て
い
く

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
個
人
の
自
己
完
結
的
な

「
ま
な
び
」
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
て

培
っ
た
力
を
蓄
え
、
人
と
人
、
人
と
ま
な
び
を
結
び
な
が
ら
、

「
ま
な
び
」
の
成
果
を
子
ど
も
た
ち
の
育
成
や
地
域
の
ま
ち
づ

く
り
に
い
か
し
て
い
き
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
高
浜
市
を

創
り
あ
げ
て
い
く
と
、
今
よ
り
も
も
っ
と
す
て
き
な
高
浜
市
に

な
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
活
動
を
実
現
す
る
場
が
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
に
は
あ
り
ま
す
。

吉
浜
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
囲
碁
教
室
で
は
、
地
域
の
大
人

た
ち
が
講
師
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
囲
碁
を
教
え
て
い
ま
す
。

「
自
分
の
ち
ょ
っ
と
し
た
特
技
を
い
か
し
て
子
ど
も
た
ち
が
喜

ん
で
い
る
姿
を
見
ら
れ
る
の
が
や
り
が
い
な
ん
で
す
」
と
話
し

て
く
れ
た
の
は
、
講
師
の
一
人
の
菅
野
さ
ん
。
子
ど
も
た
ち
が

夢
中
に
な
っ
て
囲
碁
を
し
て
い
た
り
、
大
人
に
勝
つ
な
ど
子
ど

も
た
ち
の
成
長
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
う
れ
し
い

そ
う
で
す
。

「まなび」でつなぐ「大家族たかはま」
― “まちづくり”は“ひとづくり”から　―

皆さんの得意なことをいかして
地域のために何かしたいという方はいませんか。

活動紹介⑦　まなびとふれあい

「まちづくり協議会」に
ついて知る。

問合せ先　□市 総合政策グループ（内線365・339）

毎月１日号で、「まちづくり協議会」やその活動についてテーマごとに紹
介しています。気になる活動に、ちょっと参加してみる。そのきっかけに
なれば・・・。

「囲碁教室」講師
西村浩さん　　（写真後列右）
菅野洋一さん　（写真後列左）

・自分の孫と思って楽しく指導し
ています。

・子どもが成長していく姿を身近
で見られるのが楽しみです！

「囲碁教室」参加者
三宅鈴音さん

（吉小４年 写真前列右）
森下華衣さん

（吉小４年 写真前列左）

・親切丁寧に教えてくれるからわ
かりやすい！初心者の私にも一
生懸命教えてくれます。

・最初は、知っている人がいなく
て不安だったけれど、今では楽
しく囲碁を打っています。

なか
なか

やる
わね
!
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まちづくり協議会
インフォメーション
まちづくり協議会
インフォメーション

高浜南部
「盛り上げ隊」もはりきってます!
秋の祭りシーズン、南部まち協の「盛り上げ隊」が
会場に自慢の五平餅を出店して盛りあげています。
まちづくりの場を楽しくするのが目的ですが「お客
さんとの会話も楽し
み！」と、はりきっていま
す。真っ赤なTシャツが
目印です!

問合せ先　☎５２―２１２３

吉　浜
吉浜に来る渡り鳥を観察しよう
１２月６日（日）に、流作グランド西側の海岸沿いや
貯木場で野鳥観察会を行います。あまりお目に掛
かれない貴重な鳥を
観察できるかも！詳し
くは問い合わせてく
ださい。

問合せ先　☎５２―１１０１

翼
知識をつけて認知症予防
９月２７日に翼ふれあいプラザで認知症講座が開
催されました。認知症サポーターとして必要な知

識を身に付けるだけで
なく、認知症を予防する
体操も行われました。こ
の体操を少しでも広め、
認知症の予防につなげ
ていきます。

問合せ先　☎５５―１８２２

高　取
認知症について理解を深めよう
１０月７日に高取小学校の３年生に認知症サポー
ター講座を実施しました。民生委員や保健師と協
力し、寸劇を交えながら楽し
く認知症について学びまし
た。地域で認知症の方を温か
く見守る環境をつくれるよう
取り組んでいきます。

問合せ先　☎５５―３８９４

高　浜
勝負は二の次！４町対抗運動会
高浜小学校区の住民同士による交流を目的とし
た、「４町対抗運動会」を今年も開催します。
子どもからお年寄りまで、皆さんの参加をお待ち
しています。

日時：１１月２９日（日）
午前９時～

場所：高浜小学校　体育館
申込：１１月１３日（金）まで

問合せ先　☎８７－９１１２

一
方
、
南
部
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
で
は
、
自
分
た
ち
が
学
ん

だ
こ
と
を
地
域
に
役
立
て
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
が
講
座
の
中

で
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
月
に
１
回
開
催
さ
れ
る
「
男
の
レ
シ
ピ

研
究
会
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
受
講
者
は
男
性
。
最
初
は
、

危
な
っ
か
し
い
手
つ
き
で
料
理
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
回
を

重
ね
る
ご
と
に
奥
さ
ん
顔
負
け
の
腕
前
に
！
今
で
は
、
年
に
数

回
、
宅
老
所
で
昼
食
を
ふ
る
ま
っ
て
地
域
の
た
め
に
活
動
し
て

い
ま
す
。

「
ま
ち
づ
く
り
」
は
「
ひ
と
づ
く
り
」
か
ら
。
あ
な
た
の

〝
技
〞を
い
か
し
て
、
ま
ち
の
原
動
力
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

自分の得意なことが地域の

役に立つのは楽しいし、

やりがいになるね！

自分の家の近所にみんなで勉強できる場所があってうれしいな！

お花のキレイな
植え方を
知りたいわ！

自分の家だけじゃなく、公民館の前も花でいっぱいにできるといいね！

みんなで料理を作
って食べると

おいしいね！誰かに
教えたくなるね！
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お し ら せ

問合せ先　□市都市防災グループ　☎52－1111（内線228）

問合せ先　□市総合政策グループ　☎52－1111（内線339）

市の取組みなど各種まちづくり情報のほか、市役所に出向かなくてもさまざまな手続きや準備を進められ
るよう申請書様式なども掲載しています。最新情報も発信中。ぜひチェックしてみてください！
市公式ホームページ：http://www.city.takahama.lg.jp/

≪ここが変わった！主なもの≫
◎市の見どころ、最近のニュース画像が画面上部に大きく表示されるようになりました。
◎イベントカレンダー機能・表示が新しくなりました。
◎市公式フェイスブックがホームページでも見られるようになりました。　

市公式ホームページのトップページをリニューアルしました

市内在住・在勤の外国人の方が迅速に気象情報や防災情報を受け取れるよう、携帯電話などへ電子メール
で配信するサービス『高浜市防災メール』の外国語配信を開始します。
配信する言語　英語・ポルトガル語・スペイン語
配信する情報　気象情報（警報など）、地震情報、津波情報

※言語ごとに事前に登録する必要があります。
※登録は無料ですが、メール受信にかかる通信料は利用者の負担です。
※迷惑メール防止機能使用の場合は、登録する前に　takahama-city@raiden.ktaiwork.jp
からのメールが受信できるように設定してください。

登録方法　ＱＲコードを読み取り、またはそれぞれのアドレス宛に空メール(件名、本文不要)を送信、その後
届いたメールの指示に従ってください。
英語（English）en-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp
ポルトガル語（Português）po-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp
スペイン語（Espanõl）sp-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

11月１日（日）高浜市防災メールの外国語配信を始めます

English Português Espanõl

もっと　高浜市のことを知ってみませんか？

13広 報たかはま　H27.11.1

お し ら せ

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線214・218）

問合せ先　高浜市成人式実行委員会事務局（□市文化スポーツグループ内）〒444-1398（住所不要）
Eメール　takahamaseizinsiki2015@gmail.com　☎52－1111（内線331）

市内の中学校を卒業した方および現在
市内在住の新成人を対象に、成人式実行
委員会から10月に案内状を郵送しました。
市外の中学校を卒業した方および中学

卒業後に転居した方は、はがきに①氏名
（ふりがな）②住所③電話番号を記入のうえ、
11月30日（月）までに送付してください。

と　き　平成28年１月９日（土）
・受付　午前10時30分～
・写真撮影　午前11時30分～
・パーティー　午後１時～

ところ　衣浦グランドホテル　雲竜の間
会　費　３，０００円
※当日受付で徴収
※クラス写真（当日撮影）を希望する方は
別途２，０００円（１枚あたり）が必要

主　催　高浜市成人式実行委員会

成人式のご案内

住民登録は、国民健康保険・国民年金・児童手当などの各種行政サービスの基礎となっています。正しく
行われていないと、本来受けられるべき行政サービスが受けられません。正しい住民登録となるよう、かな
らず届出をしましょう。詳しくは、問い合わせてください。

※現住所で住民登録をしていない人や、住民登録が消除されたままの場合は、正しい届出が必要です。
※土・日曜日、祝日、平日の時間外は住所異動の届出はできません。

住民登録は正しく行われていますか

◆新成人の皆さんの「思い出の写真」募集◆
成人式当日に展示します。
応募締切　11月27日（金）
応募方法　応募用紙に①氏名（ふりがな）②電話番号③自
宅住所を記入し、写真とともに郵送または文化スポー
ツグループへ直接提出。メールでのデータ提出も可。
カラー・白黒、サイズは不問。返送希望の場合は、写
真裏に応募者氏名・住所・電話番号を記入

必要なもの

転出証明書（旧住
所地で発行）、印か
ん、身分を証明する
もの（免許証など）

いつまでに?

あらかじめ転出前
に届出

高浜市から他の市区町村
へ住所を異動するとき

他の市区町村から高浜市
へ住所を異動するとき

どんなとき?

新住所に実際に住
み始めた日から14
日以内

転入届

新住所に実際に住
み始めた日から14
日以内

印かん、身分を証
明するもの（免許証
など）

本人
もしくは
同一世帯の家族

※そのほかの方が
手続きする場合は
委任状と異動者本
人の身分を証明す
るもの（免許証な
ど）が必要

種類 届出できる人

転出届

転居届 高浜市内で住所を異動す
るとき
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・写真撮影　午前11時30分～
・パーティー　午後１時～

ところ　衣浦グランドホテル　雲竜の間
会　費　３，０００円
※当日受付で徴収
※クラス写真（当日撮影）を希望する方は
別途２，０００円（１枚あたり）が必要

主　催　高浜市成人式実行委員会

成人式のご案内

住民登録は、国民健康保険・国民年金・児童手当などの各種行政サービスの基礎となっています。正しく
行われていないと、本来受けられるべき行政サービスが受けられません。正しい住民登録となるよう、かな
らず届出をしましょう。詳しくは、問い合わせてください。

※現住所で住民登録をしていない人や、住民登録が消除されたままの場合は、正しい届出が必要です。
※土・日曜日、祝日、平日の時間外は住所異動の届出はできません。

住民登録は正しく行われていますか

◆新成人の皆さんの「思い出の写真」募集◆
成人式当日に展示します。
応募締切　11月27日（金）
応募方法　応募用紙に①氏名（ふりがな）②電話番号③自
宅住所を記入し、写真とともに郵送または文化スポー
ツグループへ直接提出。メールでのデータ提出も可。
カラー・白黒、サイズは不問。返送希望の場合は、写
真裏に応募者氏名・住所・電話番号を記入

必要なもの

転出証明書（旧住
所地で発行）、印か
ん、身分を証明する
もの（免許証など）

いつまでに?

あらかじめ転出前
に届出

高浜市から他の市区町村
へ住所を異動するとき

他の市区町村から高浜市
へ住所を異動するとき

どんなとき?

新住所に実際に住
み始めた日から14
日以内

転入届

新住所に実際に住
み始めた日から14
日以内

印かん、身分を証
明するもの（免許証
など）

本人
もしくは
同一世帯の家族

※そのほかの方が
手続きする場合は
委任状と異動者本
人の身分を証明す
るもの（免許証な
ど）が必要

種類 届出できる人

転出届

転居届 高浜市内で住所を異動す
るとき



14 広 報たかはま　H27.11.1

問合せ先　高浜シティマラソン実行委員会（ＮＰＯ法人たかはまスポーツクラブ（高浜市体育センター内））
〒444－1324　碧海町二丁目７－８　☎52－9537（午前９時～午後５時）
Ｅメール　ｔｓｃ－０４＠ｋａｔｃｈ．ｎｅ．ｊｐ

受　　付　　午前８時
開 会 式　　午前８時５０分
と こ ろ　　高浜中学校グランド（スタート／ゴール）
申込期限　　１２月４日（金）厳守
参加資格
・体力に自信のある健康な方
・１０㎞参加の方は７０分以内、５㎞参加の方は４０分以内で完走できること
１０㎞・５㎞の部は通過時間により足切を行います。
・ジョギングの部への未就学児の参加は、保護者同伴のこと
※参加者はあらかじめ医師の健康診断を受け、自己の健康に異常のないことを確認してください。

申込方法　※詳しくは申込用紙（開催要項）を確認してください。
①直接申込…………所定の申込用紙に必要事項を記入・押印のうえ、参加料を添えて高浜シティマラソン実行委員

会事務局まで申込
②郵便振替…………専用の払込票を記入のうえ、郵便局で手続
③インターネット（コンビニ支払い可能）
・エントリーセンター　http：//ｗｗｗ．ｔｅｃｎｏｐｌａｎ．ｃｏ．ｊｐ
・スポーツエントリー　http：//ｗｗｗ．ｓｐｏｒｔｓｅｎｔｒｙ．ｎｅ．ｊｐ

その他
・未成年の参加は、保護者の署名・押印が必要です。
・市内小・中学生は、各学校へ申し込んでください。
・申込用紙は市役所文化スポーツグループ、体育センター、青少年ホーム、各地区公民館、いきいき広場で配布

※上位入賞者（高浜市在住および在勤の方）は愛知万博メモリアル愛知県市町村対抗駅伝大会の高浜市代表選手候補
者となり、選手選考会への出場資格を得ます。

インターネット申込（コンビニ支払い）や郵便局での申込ができます。

高浜シティマラソン参加者募集
第１９回
平成２８年１月３１日（日）開催（雨天決行）

⑪
⑩
⑨

⑯

⑭
⑮

⑫

⑧

⑬

③

①
②

参　加　料

⑦
⑥
⑤
④

部門（距離）

⑰

フリージョギング
未就学児（保護者同伴）
車椅子

ジョギング
（１.５ｋｍ）

１.５ｋｍ

⑱

表　　　彰

１位～３位
賞状と賞品（楯など）

４位～６位
賞状
完走者
記録証

※ジョギングの表彰は
ありません。３ｋｍ

中学生女子

一般男子（高校生～29歳）

一般女子（30歳以上）
中学生男子

一般男子（30歳～49歳）

一般女子（高校生～29歳）

一般男子（50歳以上）
一般男子（30歳～49歳）
一般男子（中学生～29歳）

一般女子（中学生～29歳）
一般男子（50歳以上）

一般女子（30歳以上）

小学生男子（５・６年生）

小学生女子（５・６年生）
小学生女子（４年生以下）

小学生男子（４年生以下）

小学生男子・女子
（１・２年生）

部門№

１０ｋｍ

５ｋｍ

対　　　象

５００円

一　般
２，０００円

高校生
１，０００円

中学生
５００円

５００円
（保護者も必要）

５００円

11月の
児童センター

■東海児童センター　☎52─5126
■中央児童センター　☎52─3014
■吉浜児童センター　☎52─1019
■翼児童センター　　☎54─2833

15広 報たかはま　H27.11.1

開館日／月曜日～土曜日　開館時間／午前９時～正午・午後1時～5時　休館日／日曜日・祝日・年末年始

乳幼児対象の行事
■東海児童センター

児童センター行事

冬休み　児童センター「センターキッズ」利用者募集

参加希望者は各児童センターへ直接申込（申込受付は午前９時～。定員になりしだい締切）

申込期間　11月２日（月）～30日（月）
申込方法　各児童センターで配布する利用申請書に必要事項を記入し提出

※提出時には、保護者の雇用証明が必要です。
※詳しくは各児童センターに問い合わせてください。

■東海児童センター

定員 参加費内容時間 申込期間行事名 月日

15：30
～16：30

11/ 4（水）
～6（金）

対象

１１/21（土）

ディスクドッジで遊ぼう。

10：00
～11：30

水のりに魔法の粉を混ぜると
なにができるかな。

無料

定員

12人

なし

無料

参加費内容

小学生

40人13：30
～14：30

チーム対抗でいろいろなゲーム
に参加して景品をゲットしよう。 100円

申込期間

11/9（月）
～18（水）

当日参加可

時間行事名 月日

わいわい東海

チーム対抗ゲーム

科学実験

１１/30（月）

実施期間

休 み
時 間

場 所
対 象

東海・中央・吉浜・翼児童センター
保護者が、昼間、就労などで家にいない家庭の小学生（1～6年生）

12月24日（木）～28日（月）
平成28年１月４日（月）～６日（水）

土・日曜日、祝日、12月29日（火）～平成28年１月３日（日）
午前９時～午後５時　　※弁当持参可

11：00
～12：00

三色だんごをいっしょに食べて情報
交換しよう。 15組

無料

100円

300円

無料

１１/ 6（金）

11/11（水）

11/16（月）

なし図書館司書による絵本の読み聞かせ、
お面作り

10：30
～11：30

4か月～
1歳6か月
12組

10：30
～11：30

11/ 9（月） 12組

ベビー体操をしよう。

野菜を使ったおやつ（じゃがいも餅）
を作って食べよう。

当日参加可なし10：30
～11：30

保健師による健康相談、
手形とり、身長・体重測定 無料

11/２（月）
～6（金）

11/４（水）
～13（金）

当日参加可

11/２（月）
～6（金）

ほっとひといき
ティータイム

のびのびひろば 11/27（金）

ほっとタイム
※弁当持参可
※9：00～13：00 

絵本の読み聞かせ
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問合せ先　高浜シティマラソン実行委員会（ＮＰＯ法人たかはまスポーツクラブ（高浜市体育センター内））
〒444－1324　碧海町二丁目７－８　☎52－9537（午前９時～午後５時）
Ｅメール　ｔｓｃ－０４＠ｋａｔｃｈ．ｎｅ．ｊｐ

受　　付　　午前８時
開 会 式　　午前８時５０分
と こ ろ　　高浜中学校グランド（スタート／ゴール）
申込期限　　１２月４日（金）厳守
参加資格
・体力に自信のある健康な方
・１０㎞参加の方は７０分以内、５㎞参加の方は４０分以内で完走できること
１０㎞・５㎞の部は通過時間により足切を行います。
・ジョギングの部への未就学児の参加は、保護者同伴のこと
※参加者はあらかじめ医師の健康診断を受け、自己の健康に異常のないことを確認してください。

申込方法　※詳しくは申込用紙（開催要項）を確認してください。
①直接申込…………所定の申込用紙に必要事項を記入・押印のうえ、参加料を添えて高浜シティマラソン実行委員

会事務局まで申込
②郵便振替…………専用の払込票を記入のうえ、郵便局で手続
③インターネット（コンビニ支払い可能）
・エントリーセンター　http：//ｗｗｗ．ｔｅｃｎｏｐｌａｎ．ｃｏ．ｊｐ
・スポーツエントリー　http：//ｗｗｗ．ｓｐｏｒｔｓｅｎｔｒｙ．ｎｅ．ｊｐ

その他
・未成年の参加は、保護者の署名・押印が必要です。
・市内小・中学生は、各学校へ申し込んでください。
・申込用紙は市役所文化スポーツグループ、体育センター、青少年ホーム、各地区公民館、いきいき広場で配布

※上位入賞者（高浜市在住および在勤の方）は愛知万博メモリアル愛知県市町村対抗駅伝大会の高浜市代表選手候補
者となり、選手選考会への出場資格を得ます。

インターネット申込（コンビニ支払い）や郵便局での申込ができます。

高浜シティマラソン参加者募集
第１９回
平成２８年１月３１日（日）開催（雨天決行）

⑪
⑩
⑨

⑯

⑭
⑮

⑫

⑧

⑬

③

①
②

参　加　料

⑦
⑥
⑤
④

部門（距離）

⑰

フリージョギング
未就学児（保護者同伴）
車椅子

ジョギング
（１.５ｋｍ）

１.５ｋｍ

⑱

表　　　彰

１位～３位
賞状と賞品（楯など）
４位～６位
賞状
完走者
記録証

※ジョギングの表彰は
ありません。３ｋｍ

中学生女子

一般男子（高校生～29歳）

一般女子（30歳以上）
中学生男子

一般男子（30歳～49歳）

一般女子（高校生～29歳）

一般男子（50歳以上）
一般男子（30歳～49歳）
一般男子（中学生～29歳）

一般女子（中学生～29歳）
一般男子（50歳以上）

一般女子（30歳以上）

小学生男子（５・６年生）

小学生女子（５・６年生）
小学生女子（４年生以下）

小学生男子（４年生以下）

小学生男子・女子
（１・２年生）

部門№

１０ｋｍ

５ｋｍ

対　　　象

５００円

一　般
２，０００円

高校生
１，０００円

中学生
５００円

５００円
（保護者も必要）

５００円

11月の
児童センター

■東海児童センター　☎52─5126
■中央児童センター　☎52─3014
■吉浜児童センター　☎52─1019
■翼児童センター　　☎54─2833

15広 報たかはま　H27.11.1

開館日／月曜日～土曜日　開館時間／午前９時～正午・午後1時～5時　休館日／日曜日・祝日・年末年始

乳幼児対象の行事
■東海児童センター

児童センター行事

冬休み　児童センター「センターキッズ」利用者募集

参加希望者は各児童センターへ直接申込（申込受付は午前９時～。定員になりしだい締切）

申込期間　11月２日（月）～30日（月）
申込方法　各児童センターで配布する利用申請書に必要事項を記入し提出

※提出時には、保護者の雇用証明が必要です。
※詳しくは各児童センターに問い合わせてください。

■東海児童センター

定員 参加費内容時間 申込期間行事名 月日

15：30
～16：30

11/ 4（水）
～6（金）

対象

１１/21（土）

ディスクドッジで遊ぼう。

10：00
～11：30

水のりに魔法の粉を混ぜると
なにができるかな。

無料

定員

12人

なし

無料

参加費内容

小学生

40人13：30
～14：30

チーム対抗でいろいろなゲーム
に参加して景品をゲットしよう。 100円

申込期間

11/9（月）
～18（水）

当日参加可

時間行事名 月日

わいわい東海

チーム対抗ゲーム

科学実験

１１/30（月）

実施期間

休 み
時 間

場 所
対 象

東海・中央・吉浜・翼児童センター
保護者が、昼間、就労などで家にいない家庭の小学生（1～6年生）

12月24日（木）～28日（月）
平成28年１月４日（月）～６日（水）

土・日曜日、祝日、12月29日（火）～平成28年１月３日（日）
午前９時～午後５時　　※弁当持参可

11：00
～12：00

三色だんごをいっしょに食べて情報
交換しよう。 15組

無料

100円

300円

無料

１１/ 6（金）

11/11（水）

11/16（月）

なし図書館司書による絵本の読み聞かせ、
お面作り

10：30
～11：30

4か月～
1歳6か月
12組

10：30
～11：30

11/ 9（月） 12組

ベビー体操をしよう。

野菜を使ったおやつ（じゃがいも餅）
を作って食べよう。

当日参加可なし10：30
～11：30

保健師による健康相談、
手形とり、身長・体重測定 無料

11/２（月）
～6（金）

11/４（水）
～13（金）

当日参加可

11/２（月）
～6（金）

ほっとひといき
ティータイム

のびのびひろば 11/27（金）

ほっとタイム
※弁当持参可
※9：00～13：00 

絵本の読み聞かせ



人口と世帯数
（平成27年10月1日現在）

■人　口／46,633人
■　男　／24,155人
■　女　／22,478人
■世帯数／18,408世帯

16 広 報たかはま　H27.11.1

行政相談（行政相談委員）
１１月５日（木）　午後1時～3時　市役所市民相談室
※国・県・市などに対する苦情・要望など
消費生活相談（消費生活相談員）
１１月１３日（金）　午後1時～４時　市役所市民相談室
※消費者トラブルの相談など
教育相談
月～金　午後１時～４時30分　
ほっとスペース（いきいき広場３階）
※事前に、ほっとスペース（☎53－5101）または学校経営グ
ループ（☎52－1111 内線345）へ申込

心配ごと相談（弁護士）
１１月５日（木）・１９（木）、１２月３日（木）・１７日（木）
午後１時～３時45分　いきいき広場
※予約制。事前に、社会福祉協議会（☎52－2002）へ申込
介護保険相談（介護保険・障がいグループ職員）
平日　午前8時30分～午後5時15分　いきいき広場

※予約制。事前に、いきいき広場（☎52－9871）へ申込

家庭児童相談（家庭児童相談員）
平日　午前9時～午後4時　いきいき広場（☎52－9872）
※子どもと家庭の悩みごとなど
母子・父子自立支援相談（母子・父子自立支援員）
平日　午前9時～午後4時　いきいき広場（☎52－987２）
※自立に必要な情報提供・指導・相談など
心理相談（臨床心理士）
毎週水曜日　午後１時～3時　
※予約制。事前に、いきいき広場（☎52－9871）へ申込
障がい相談
（相談支援専門員）
平日　午前８時30分～午後５時15分　
いきいき広場（☎54－3009）

・カレンダー内に表記の時間は催しなどの開始時間です。
・行事名の後の丸囲みの数字は本紙の該当ページを、〈　〉は過去の掲載号を表しています。
・健診など一部の掲載は省略しています。

このページは取り外し、壁や冷蔵庫
などに貼って活用してください。

金木 土

7

14

21

28

13
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13：30 健康自生地ウォーキ
ングツアー（吉浜ふれあい
プラザ集合）⑨
14：00　ギャラリートーク（か
わら美術館）③

9：00 開館20周年記念特別企
画展（～12/6）（かわら美術
館）③
14：30　トキの会のおはなし
会（図書館）⑱

10：00 １２月市議会定例会
第１日（開会、議案上程な
ど）（議事堂）

高浜市市民駅伝大会募集締切
＜10/15号＞
10：00 図書館で回想法（図
書館）＜10/1号＞

10：00 第８回高浜市内デイ
サービス合同作品展（Tぽ
ーと１階）㉘

10：30 ベビーブックのひとと
き（高取公民館）⑱

10：00～/13：40～　高浜市
小中学校音楽会（中央公民館）
13：30　聞き書き＋かわらフォー
ラム（かわら美術館）＜10/1号＞
10：00　人形小路菊まつり
（～11/15）
（人形小路一帯）

▲人形小路菊まつり

▲かわら美術館　
開館20周年記念特別企画展

▲わくわくフェスティバル

11月の行事カレンダー2 0 1 5  N O V E M B E R  C A L E N D A R

相 談各種
市長との対話日
１１月６日（金）・１２月４日（金）　午前９時～正午　
市長応接室

※１２月４日（金）の対話日は１１月26日（木）までに、人事グル
ープ（☎５2－1111 内線309）へ申込

税務相談（税理士）
１１月１０日（火）　午後１時～３時　市役所市民相談室
※相続・贈与・譲渡・住宅取得・申告などに関する税一般
予約優先（☎52－1111 内線264）

労働相談（西三河事務所職員）
１１月１１日（水）　午後１時～4時　市役所相談室
※職場での悩みごと・困りごとなど（解雇・賃金・労働時間など）
予約制（☎52－1111 内線264）

市民相談（市民生活グループ職員）
平日　午前８時30分～午後５時15分　市役所市民相談室

※市役所への意見・要望など

日系人相談（ポルトガル語の分かる相談員）
平日　午前８時30分～午後５時　市役所市民生活グループ
※庁舎内の案内、通訳など
人権相談（人権擁護委員）
１１月５日（木）　午後1時～3時　市役所市民相談室
※いじめ、虐待、差別などの人権問題

17広 報たかはま　H27.11.1

月日 火 水

8：00 市民一斉清掃（市内一
帯）④
10：00 健康自生地ウォーキ
ングツアー（吉浜ふれあい
プラザ集合）⑨

2015カワラッキー賞表彰式
入賞作品展示（JA高取支店、
高取公民館）㉚

H27年度子育て世帯臨時特例
給付金申請締切
＜10/1号＞
「センターキッズ」申込締切⑮

13：30 健康自生地ウォーキ
ングツアー（吉浜ふれあい
プラザ集合）⑨
19：00　高浜市の公共施設の
あり方を考える市民説明会
（高取公民館）
＜10/15号＞

19：00　高浜市の公共施設の
あり方を考える市民説明会
（市役所）＜10/15号＞

毛受　慧悟くん
（八幡町）

けい ご ゆ な

後藤　結奈ちゃん
（神明町）

11

18

25

9：00　オニマルシェ

９：００　外国人向け防災訓練（エ
コハウス）＜10/15号＞

９：００　南部まち協「青空市」
（南部保育園）※毎週日曜日
９：3０　わくわくフェスティバル
（いきいき広場）
13：30 鬼コンVol.5
（中央公民館）〈10/15号〉

市県民税第３期・国民健康保険
税第4期納期限
＜10/15号＞
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勤労感謝の日

文化の日



人口と世帯数
（平成27年10月1日現在）

■人　口／46,633人
■　男　／24,155人
■　女　／22,478人
■世帯数／18,408世帯

16 広 報たかはま　H27.11.1

行政相談（行政相談委員）
１１月５日（木）　午後1時～3時　市役所市民相談室
※国・県・市などに対する苦情・要望など
消費生活相談（消費生活相談員）
１１月１３日（金）　午後1時～４時　市役所市民相談室
※消費者トラブルの相談など
教育相談
月～金　午後１時～４時30分　
ほっとスペース（いきいき広場３階）
※事前に、ほっとスペース（☎53－5101）または学校経営グ
ループ（☎52－1111 内線345）へ申込

心配ごと相談（弁護士）
１１月５日（木）・１９（木）、１２月３日（木）・１７日（木）
午後１時～３時45分　いきいき広場

※予約制。事前に、社会福祉協議会（☎52－2002）へ申込
介護保険相談（介護保険・障がいグループ職員）
平日　午前8時30分～午後5時15分　いきいき広場

※予約制。事前に、いきいき広場（☎52－9871）へ申込

家庭児童相談（家庭児童相談員）
平日　午前9時～午後4時　いきいき広場（☎52－9872）
※子どもと家庭の悩みごとなど
母子・父子自立支援相談（母子・父子自立支援員）
平日　午前9時～午後4時　いきいき広場（☎52－987２）
※自立に必要な情報提供・指導・相談など
心理相談（臨床心理士）
毎週水曜日　午後１時～3時　
※予約制。事前に、いきいき広場（☎52－9871）へ申込
障がい相談
（相談支援専門員）
平日　午前８時30分～午後５時15分　
いきいき広場（☎54－3009）

・カレンダー内に表記の時間は催しなどの開始時間です。
・行事名の後の丸囲みの数字は本紙の該当ページを、〈　〉は過去の掲載号を表しています。
・健診など一部の掲載は省略しています。

このページは取り外し、壁や冷蔵庫
などに貼って活用してください。

金木 土

7

14

21

28

13

20

27

12

65

19

26

13：30 健康自生地ウォーキ
ングツアー（吉浜ふれあい
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※いじめ、虐待、差別などの人権問題

17広 報たかはま　H27.11.1
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問合せ先　図書館　☎52─0240

❖紙芝居の日
とき　11月７日（土）、21日（土）
午後２時30分～３時
ところ　図書館子ども読書支援室
「えほんの森」
内容　絵本や紙芝居の読み聞かせ
読み手　土ようおはなし会

❖トキの会のおはなし会
とき　11月14日（土）　
午後２時30分～３時
ところ　図書館子ども読書支援室
「えほんの森」
内容　絵本や紙芝居の読み聞かせ
読み手　トキの会

❖みんなのおはなし会「よむ♪よむ」
とき　11月15日（日）
午後２時30分～３時
ところ　図書館子ども読書支援室「えほんの森」
内容　絵本や紙芝居の読み聞かせ、絵本の紹介など
対象　幼児～小学生とその保護者
読み手　図書館スタッフ

❖吉浜おはなし　タッチ
とき　11月11日（水）
午後３時～３時30分
ところ　吉浜公民館１階図書室
内容　絵本や紙芝居の読み聞かせ、絵本の紹介など
対象　乳幼児～幼児とその保護者
読み手　図書館スタッフ

❖赤ちゃんおはなし会「あんよ☆あんよ」
とき　11月２日（月）、９日（月）、16日（月）、23日（月・
祝）、30日（月）
午前10時30分～11時

ところ　高取公民館１階図書室
内容　絵本や紙芝居の読み聞かせ、絵本の紹介、読書
相談

対象　０歳～３歳児とその保護者
読み手　図書館スタッフ

❖ベビーブックのひととき
とき　11月12日(木)
午前10時30分～11時30分
ところ　高取公民館１階図書室
内容　絵本の読み聞かせ、赤ちゃん絵本の紹介、簡単
な工作、読書相談
対象　０～２歳児と保護者
読み手　マザリーズ

❖えほんの森
読書相談やおはなし会を開催しています。気軽に利用してください。

・月曜日　午後１時～４時（児童向けおはなし会）
・水曜日　午前９時30分～午後０時30分（乳児向けおはなし会）
・金曜日　午前９時30分～午後０時30分（乳児向けおはなし会）
・土曜日　午前９時30分～午後０時30分（児童向けおはなし会）
対　象　「えほんの森」利用者　　読み手　読書アドバイザー

❖第６回　たかはま寄席
とき　12月６日（日）　午後１時30分～２時30分
ところ　図書館２階　郷土資料館
演者　愛知大学　落語研究会
内容　お年寄りから子どもまで楽しめる落語を愛知大学落語研究会
の皆さんが口演します。

対象　小学生～一般
参加費　無料

LIBRARY INFORMATION

図書館
情報

18 広 報たかはま　H27.11.1

11月の休館日
10日（火）、17日（火）、24日（火）
※11月３日（火・祝）は開館

19広 報たかはま　H27.11.1

高浜市国民健康保険「データヘルス」計画の紹介　シリーズ④

「データヘルス計画」は、＜医療＞＜保健＞＜介護＞などの各種
データをもとに加入者の健康対策を効果的に実施し「健康寿命の延
伸」と「医療費の適正化」を図るための計画です。

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線279）

データヘルスで　
家族みんなの「健やかさ」を
応援します

知って得する　医療費節約術

病気やけがの治療中、自分の判断で受診先をかえると「はしご受診」になる可能性があります。その
つど初診費用がかかるばかりか、同様の検査を何度も繰り返したり、同様の薬を同期間に処方されるな
ど、過剰な作用が生じる危険につながりかねません。
また大病院の受診では、初診料に保険適用外の特別料金（1,000～5,000円）が加算されることが

あり、これは全額自己負担となります。「かかりつけ医」からの紹介状があれば、これらの費用は加算
されなくなります。

「はしご受診」をしない節約術　その４

・日常的な診療、定期的な健康診査、予防接種などは最寄りの医療機関を利
用し「かかりつけ医」をもちましょう。

・「かかりつけ」にすることで、病歴や体質、生活習慣などを踏まえた最適
な治療のアドバイスが受けられ、自分が希望する治療の相談もしやすくな
ります。また専門医や大病院への紹介状の作成や、検査予約などもしても
らえます。

・診療科が異なる複数の医療機関を受診する場合も「かかりつけ薬局」なら薬の重複を防ぐことがで
き、飲みきれなかった薬の分を差し引いた処方なども可能となります。

かかりつけ医師・かかりつけ薬局をもつ節約術　その３

旅先で病気にかかった場合など、保険証なしに受診すると自由診療扱いとなり、医療費を全額支払う
ことになります。また、たまにしかかからない近医であっても、保険証の提示がないと同様の扱いとな
る場合があります。

いつも保険証を携帯する節約術　その２

まずは「病気にならない」「病気を悪化させない」よう、日ごろから自分と家族の健康管理に気をつ
けましょう。定期的な健康診査は、病気の早期発見だけでなく、生活習慣の見直しの機会ともなりま
す。1年に1回健診を受け、再検査や精密検査が必要な場合は決して放置せず、「かかりつけ医」と十
分に相談しましょう。

思わぬ病気やけがによる突然の出費は家計の痛手ですね。ふだんの「医療費（病院代）」も、受診の
しかたや薬を見直すことで「医療費の節約」につながります。

「病気の予防」と「早期発見」を心がける節約術　その１
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内容　絵本の読み聞かせ、赤ちゃん絵本の紹介、簡単
な工作、読書相談
対象　０～２歳児と保護者
読み手　マザリーズ

❖えほんの森
読書相談やおはなし会を開催しています。気軽に利用してください。

・月曜日　午後１時～４時（児童向けおはなし会）
・水曜日　午前９時30分～午後０時30分（乳児向けおはなし会）
・金曜日　午前９時30分～午後０時30分（乳児向けおはなし会）
・土曜日　午前９時30分～午後０時30分（児童向けおはなし会）
対　象　「えほんの森」利用者　　読み手　読書アドバイザー

❖第６回　たかはま寄席
とき　12月６日（日）　午後１時30分～２時30分
ところ　図書館２階　郷土資料館
演者　愛知大学　落語研究会
内容　お年寄りから子どもまで楽しめる落語を愛知大学落語研究会
の皆さんが口演します。
対象　小学生～一般
参加費　無料

LIBRARY INFORMATION

図書館
情報
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11月の休館日
10日（火）、17日（火）、24日（火）
※11月３日（火・祝）は開館

19広 報たかはま　H27.11.1

高浜市国民健康保険「データヘルス」計画の紹介　シリーズ④

「データヘルス計画」は、＜医療＞＜保健＞＜介護＞などの各種
データをもとに加入者の健康対策を効果的に実施し「健康寿命の延
伸」と「医療費の適正化」を図るための計画です。

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線279）

データヘルスで　
家族みんなの「健やかさ」を
応援します

知って得する　医療費節約術

病気やけがの治療中、自分の判断で受診先をかえると「はしご受診」になる可能性があります。その
つど初診費用がかかるばかりか、同様の検査を何度も繰り返したり、同様の薬を同期間に処方されるな
ど、過剰な作用が生じる危険につながりかねません。
また大病院の受診では、初診料に保険適用外の特別料金（1,000～5,000円）が加算されることが

あり、これは全額自己負担となります。「かかりつけ医」からの紹介状があれば、これらの費用は加算
されなくなります。

「はしご受診」をしない節約術　その４

・日常的な診療、定期的な健康診査、予防接種などは最寄りの医療機関を利
用し「かかりつけ医」をもちましょう。

・「かかりつけ」にすることで、病歴や体質、生活習慣などを踏まえた最適
な治療のアドバイスが受けられ、自分が希望する治療の相談もしやすくな
ります。また専門医や大病院への紹介状の作成や、検査予約などもしても
らえます。

・診療科が異なる複数の医療機関を受診する場合も「かかりつけ薬局」なら薬の重複を防ぐことがで
き、飲みきれなかった薬の分を差し引いた処方なども可能となります。

かかりつけ医師・かかりつけ薬局をもつ節約術　その３

旅先で病気にかかった場合など、保険証なしに受診すると自由診療扱いとなり、医療費を全額支払う
ことになります。また、たまにしかかからない近医であっても、保険証の提示がないと同様の扱いとな
る場合があります。

いつも保険証を携帯する節約術　その２

まずは「病気にならない」「病気を悪化させない」よう、日ごろから自分と家族の健康管理に気をつ
けましょう。定期的な健康診査は、病気の早期発見だけでなく、生活習慣の見直しの機会ともなりま
す。1年に1回健診を受け、再検査や精密検査が必要な場合は決して放置せず、「かかりつけ医」と十
分に相談しましょう。

思わぬ病気やけがによる突然の出費は家計の痛手ですね。ふだんの「医療費（病院代）」も、受診の
しかたや薬を見直すことで「医療費の節約」につながります。

「病気の予防」と「早期発見」を心がける節約術　その１
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国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が
あ

る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
が
加
入
す
る

制
度
で
す
。

高
齢
に
な
っ
た
と
き
、
障
が
い
を
負
っ

た
と
き
、
ま
た
、
一
家
の
生
計
維
持
者
が

亡
く
な
っ
た
と
き
に
生
活
の
安
定
を
図
る

こ
と
が
目
的
の
公
的
な
制
度
で
す
。

60
歳
に
な
る
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
方
や
、
受
給
資
格
は
あ
る
が
年
金
額
を

満
額
に
近
づ
け
た
い
方
は
、
65
歳
に
な
る

ま
で
任
意
に
加
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

老
齢
基
礎
年
金
受
給
中
の
方
を
除
き
ま
す
。

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
海
外
に
在

住
の
日
本
人
（
納
付
状
況
に
よ
っ
て
は
70

歳
ま
で
）
も
加
入
で
き
ま
す
。

※
生
年
月
日
に
よ
り
、
65
歳
以
上
70
歳
ま

で
加
入
で
き
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で

の
40
年
間
納
め
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、

こ
の
間
に
免
除
期
間
を
含
め
、
最
低
25
年

以
上
の
保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す
。

第
１
号
保
険
者
の
月
額
保
険
料
は
、
１

万
５
，５
９
０
円
（
平
成
27
年
度
）
で
す
。

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
、
ど
う
し
て
も

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、
申
請
し
て

認
め
ら
れ
れ
ば
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す

受
給
資
格　
　

期
間
（
原
則
25
年
以
上
）

に
合
算
さ
れ
ま
す
。

年
金
の
計
算

・
全
額
免
除
…
当
該
期
間
の
２
分
の
１

（
平
成
20
年
度
分
ま
で
は
、
「
３
分
の

１
」
）

・
４
分
の
３
免
除
…
当
該
期
間
の
８
分
の

５
（
平
成
20
年
度
分
ま
で
は
、
「
２
分

の
１
」
）

・
半
額
免
除
…
当
該
期
間
の
４
分
の
３

（
平
成
20
年
度
分
ま
で
は
、
「
３
分
の

２
」
）

・
４
分
の
１
免
除
…
当
該
期
間
の
８
分
の

７
（
平
成
20
年
度
ま
で
は
、
「
６
分
の

５
」
）

が
そ
れ
ぞ
れ
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

※
若
年
者
納
付
猶
予
は
、
30
歳
未
満
で
本

人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
、

学
生
納
付
特
例
は
、
本
人
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
い
ず
れ
も
申
請
を

し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
保
険
料
を
後
日

納
付（
追
納
）で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
際
、
免
除
さ
れ
た
当
時
の
保
険
料

に
一
定
の
加
算
額
を
加
え
た
追
納
額
に
な

り
ま
す
。

１
年
分
ま
た
は
半
年
分
を
ま
と
め
て
納

付
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
３
，３
２
０
円
、

760
円
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
利
用

す
る
場
合
に
は
、
条
件
に
よ
り
割
引
率
が

変
わ
り
ま
す
。

納
付
し
た
保
険
料
は
、
全
額
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
る
た
め
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
の
際
に
申
告
す
る
と
税
金
が

安
く
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
領
収
書
は
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■第１号被保険者
対　　象　　農林漁業、自営業、自由業、無職

および20歳以上の学生
納付方法　　保険料は各自で納めます。

■第2号被保険者
対　　象　　サラリーマンやOLで、厚生年金な

どに加入している方
納付方法　　給与から源泉徴収され、事業主が

加入している制度を通じて支払い
ます。

■第3号被保険者
対　　象　　第２号被保険者に扶養されている

配偶者の方
納付方法　　配偶者が加入している制度で拠出

金として支払います。

問合せ先
□市市民窓口グループ
☎52－1111
（内線216）

国民年金は、加入者の種類に
よって保険料の納付や給付の
内容が異なっているため３種
類に区分されます。

希
望
す
れ
ば
加
入
で
き
る
方

保
険
料
は
忘
れ
ず
に

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は

保
険
料
の
追
納
は

割
引
前
納
制
度
が
お
得
で
す

税
金
が
安
く
な
り
ま
す

暮
ら
し
を
支
え
る

│特│集│
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◇
付
加
年
金

定
額
の
保
険
料
に
月
額
400
円
の
保
険
料

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
基
礎
年
金
額

に
付
加
年
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

付
加
年
金
額
（
年
額
）

付
加
保
険
料
納
付
月
数
×
200
円

◇
寡
婦
年
金

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
納
付

期
間
（
免
除
期
間
を
含
む
。
）
が
25
年
以

上
あ
る
夫
が
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ

た
と
き
、
そ
の
妻
（
婚
姻
期
間
10
年
以

上
）
に
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
支
給

さ
れ
ま
す
。

年
金
額　

夫
が
受
け
ら
れ
た
は
ず
の
年
金

額
（
第
１
号
被
保
険
者
期
間
分
）
の
４

分
の
３
で
す
。

◇
死
亡
一
時
金

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
年
金
を
受
け
ず
に
亡

く
な
り
、
そ
の
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
、

ま
た
は
寡
婦
年
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
額　

保
険
料
納
付
月
数
に
よ
っ
て
、

12
万
円
〜
32
万
円
と
な
り
ま
す
。

あなたを支える３つの基礎年金

第
１
号
被
保
険
者
の

独
自
給
付

年金を受けられる条件
①国民年金の加入者（もしくは
加入をやめた後でも６０歳以
上６５歳未満で日本国内に住
んでいること）や老齢基礎年
金の受給資格を満たしている
人が亡くなったときに、その
人に生計を維持されていた子
のいる配偶者、または子が受
けられます。
②死亡日の属する月の前々月ま
でに加入すべき期間の３分の
２以上保険料を納めているこ
と（免除および学生特例期間
を含む）あるいは、死亡日が
平成３８年３月３１日以前の場
合、死亡日の属する月の前々
月までの直近１年間に保険料
の未納がないこと。

年金を受けられる方
その方に扶養されていた子

（１８歳到達年度末までにある
子・障がい者は２０歳未満の子）
のいる配偶者または子
年金額（平成２７年度）
・子のいる配偶者が受けるとき
（子１人）　１００万４,６００円
・子のみで受けるとき
７８万１００円
※子の人数に応じて加算額が変
わります。

年金を受けられる条件
①初診日が国民年金の加入中
（もしくは加入をやめた後、日
本国内に住所を有し、６０～６
４歳までに障がい者となった
とき）であること。
②障害認定日（初診日から１年６
か月を経過した日、または症
状が固定した日）に一定の障
がいの状態にあること。
③初診日の属する月の前々月ま
での加入すべき期間の３分の
２以上保険料を納めているこ
と。（免除および学生特例期
間を含む。）あるいは、初診日
が平成３８年３月３１日以前の
場合は、初診日の属する月の
前々月までの直近１年間に保
険料の未納がないこと。
なお、２０歳前に病気やけが
などで障がい者となった方は、
保険料の納付要件はありませ
ん。（本人の所得制限あり。）
年金額（平成２７年度）
・１級障害基礎年金
９７万５,１００円
・２級障害基礎年金
７８万１００円
※子がいる場合、人数に応じて
加算額があります。

老齢基礎年金は、原則として
２５年以上の受給資格期間を満
たしている方が６５歳になると
受けられます。
受給資格期間
次の①から③などを合わせた
期間となります。
①納付期間（第１号、第２号、第３
号被保険者納付）
②免除・納付猶予または学生特
例期間
③任意加入できる方が加入しな
かった期間（カラ期間）
※ただし、納付猶予・学生特例期
間およびカラ期間は年金額に
は反映されません。
年金額（平成２７年度）
７８万１００円
繰り上げ支給や繰り下げ支給
早く年金を受けたい方、また

は遅く受けたい方は、希望により
６０歳から７０歳までの間で請求
ができます。ただし、６５歳で請求
した年金額を基準とし、６４歳以
前に受けると減額され、６６歳以
後に受けると増額されます。この
増減率は、生涯変わりません。
※このほかにも制約があります。
詳しくは問い合わせてくださ
い。

◉ 障害基礎年金 ◉ ◉ 老齢基礎年金 ◉ ◉ 遺族基礎年金 ◉

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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２
分

の
１
」
）

・
半
額
免
除
…
当
該
期
間
の
４
分
の
３

（
平
成
20
年
度
分
ま
で
は
、
「
３
分
の

２
」
）

・
４
分
の
１
免
除
…
当
該
期
間
の
８
分
の

７
（
平
成
20
年
度
ま
で
は
、
「
６
分
の

５
」
）

が
そ
れ
ぞ
れ
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

※
若
年
者
納
付
猶
予
は
、
30
歳
未
満
で
本

人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
、

学
生
納
付
特
例
は
、
本
人
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
い
ず
れ
も
申
請
を

し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
保
険
料
を
後
日

納
付（
追
納
）で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
際
、
免
除
さ
れ
た
当
時
の
保
険
料

に
一
定
の
加
算
額
を
加
え
た
追
納
額
に
な

り
ま
す
。

１
年
分
ま
た
は
半
年
分
を
ま
と
め
て
納

付
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
３
，３
２
０
円
、

760
円
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
利
用

す
る
場
合
に
は
、
条
件
に
よ
り
割
引
率
が

変
わ
り
ま
す
。

納
付
し
た
保
険
料
は
、
全
額
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
る
た
め
、
年
末
調
整

や
確
定
申
告
の
際
に
申
告
す
る
と
税
金
が

安
く
な
り
ま
す
。
保
険
料
の
領
収
書
は
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■第１号被保険者
対　　象　　農林漁業、自営業、自由業、無職

および20歳以上の学生
納付方法　　保険料は各自で納めます。

■第2号被保険者
対　　象　　サラリーマンやOLで、厚生年金な

どに加入している方
納付方法　　給与から源泉徴収され、事業主が

加入している制度を通じて支払い
ます。

■第3号被保険者
対　　象　　第２号被保険者に扶養されている

配偶者の方
納付方法　　配偶者が加入している制度で拠出

金として支払います。

問合せ先
□市市民窓口グループ
☎52－1111
（内線216）

国民年金は、加入者の種類に
よって保険料の納付や給付の
内容が異なっているため３種
類に区分されます。

希
望
す
れ
ば
加
入
で
き
る
方

保
険
料
は
忘
れ
ず
に

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
は

保
険
料
の
追
納
は

割
引
前
納
制
度
が
お
得
で
す

税
金
が
安
く
な
り
ま
す

暮
ら
し
を
支
え
る

│特│集│

国
民
年
金

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集
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◇
付
加
年
金

定
額
の
保
険
料
に
月
額
400
円
の
保
険
料

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
基
礎
年
金
額

に
付
加
年
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

付
加
年
金
額
（
年
額
）

付
加
保
険
料
納
付
月
数
×
200
円

◇
寡
婦
年
金

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
納
付

期
間
（
免
除
期
間
を
含
む
。
）
が
25
年
以

上
あ
る
夫
が
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ

た
と
き
、
そ
の
妻
（
婚
姻
期
間
10
年
以

上
）
に
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
支
給

さ
れ
ま
す
。

年
金
額　

夫
が
受
け
ら
れ
た
は
ず
の
年
金

額
（
第
１
号
被
保
険
者
期
間
分
）
の
４

分
の
３
で
す
。

◇
死
亡
一
時
金

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
年
金
を
受
け
ず
に
亡

く
な
り
、
そ
の
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
、

ま
た
は
寡
婦
年
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
場

合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
額　

保
険
料
納
付
月
数
に
よ
っ
て
、

12
万
円
〜
32
万
円
と
な
り
ま
す
。

あなたを支える３つの基礎年金

第
１
号
被
保
険
者
の

独
自
給
付

年金を受けられる条件
①国民年金の加入者（もしくは
加入をやめた後でも６０歳以
上６５歳未満で日本国内に住
んでいること）や老齢基礎年
金の受給資格を満たしている
人が亡くなったときに、その
人に生計を維持されていた子
のいる配偶者、または子が受
けられます。
②死亡日の属する月の前々月ま
でに加入すべき期間の３分の
２以上保険料を納めているこ
と（免除および学生特例期間
を含む）あるいは、死亡日が
平成３８年３月３１日以前の場
合、死亡日の属する月の前々
月までの直近１年間に保険料
の未納がないこと。
年金を受けられる方
その方に扶養されていた子

（１８歳到達年度末までにある
子・障がい者は２０歳未満の子）
のいる配偶者または子
年金額（平成２７年度）
・子のいる配偶者が受けるとき
（子１人）　１００万４,６００円
・子のみで受けるとき
７８万１００円
※子の人数に応じて加算額が変
わります。

年金を受けられる条件
①初診日が国民年金の加入中
（もしくは加入をやめた後、日
本国内に住所を有し、６０～６
４歳までに障がい者となった
とき）であること。
②障害認定日（初診日から１年６
か月を経過した日、または症
状が固定した日）に一定の障
がいの状態にあること。
③初診日の属する月の前々月ま
での加入すべき期間の３分の
２以上保険料を納めているこ
と。（免除および学生特例期
間を含む。）あるいは、初診日
が平成３８年３月３１日以前の
場合は、初診日の属する月の
前々月までの直近１年間に保
険料の未納がないこと。
なお、２０歳前に病気やけが

などで障がい者となった方は、
保険料の納付要件はありませ
ん。（本人の所得制限あり。）

年金額（平成２７年度）
・１級障害基礎年金
９７万５,１００円
・２級障害基礎年金
７８万１００円
※子がいる場合、人数に応じて
加算額があります。

老齢基礎年金は、原則として
２５年以上の受給資格期間を満
たしている方が６５歳になると
受けられます。
受給資格期間
次の①から③などを合わせた
期間となります。
①納付期間（第１号、第２号、第３
号被保険者納付）
②免除・納付猶予または学生特
例期間
③任意加入できる方が加入しな
かった期間（カラ期間）
※ただし、納付猶予・学生特例期
間およびカラ期間は年金額に
は反映されません。
年金額（平成２７年度）
７８万１００円
繰り上げ支給や繰り下げ支給
早く年金を受けたい方、また

は遅く受けたい方は、希望により
６０歳から７０歳までの間で請求
ができます。ただし、６５歳で請求
した年金額を基準とし、６４歳以
前に受けると減額され、６６歳以
後に受けると増額されます。この
増減率は、生涯変わりません。
※このほかにも制約があります。
詳しくは問い合わせてくださ
い。

◉ 障害基礎年金 ◉ ◉ 老齢基礎年金 ◉ ◉ 遺族基礎年金 ◉
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◆
青
色
申
告
決
算
説
明
会

対
象　

個
人
の
青
色
申
告
者

と
き　

11
月
20
日
㈮

午
前
10
時
〜
正
午

※
資
料
は
当
日
、
会
場
で
配
布

※
青
色
申
告
決
算
書
用
紙
は
確
定
申
告
書

用
紙
な
ど
に
同
封

◆
年
末
調
整
説
明
会

と
き　

11
月
20
日
㈮

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

と
こ
ろ　

碧
南
市
文
化
会
館
ホ
ー
ル

（
碧
南
市
源
氏
神
明
町
４
番
地

☎
４
２
│

３
５
１
１
）

問
合
せ
先

刈
谷
税
務
署

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
２
１
│

６
２
１
２

租
税
の
役
割
や
税
務
行
政
に
対
す
る
理

解
を
深
め
る
行
事
の
開
催
の
ほ
か
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
特
集
ペ
ー
ジ
を

開
設
し
、
動
画
で
国
税
局
や
税
務
署
の
仕

事
を
紹
介
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
番
組
や
、

イ
ラ
ス
ト
・
グ
ラ
フ
を
交
え
な
が
ら
税
の

役
割
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
ス
ラ
イ

ド
な
ど
、
税
に
関
す
る
情
報
を
掲
載
し
ま

す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp

問
合
せ
先

刈
谷
税
務
署

☎
２
１
│

６
２
１
１

対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
９

月
ご
ろ
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

支
給
対
象
者　

平
成
27
年
１
月
１
日
に
お

い
て
高
浜
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
お
り
、
平
成
27
年
度
分
の
市
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
（
た
だ
し
、

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
家
族
や
、

生
活
保
護
の
受
給
者
な
ど
対
象
と
な
ら

な
い
方
も
い
ま
す
。
）

支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き

６
，０
０
０
円

申
請
期
間　

11
月
30
日
㈪
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

申
請
に
必
要
な
書
類

・
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
公
的
身
分
証
明

書
な
ど
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
提
出
）

・
振
込
先
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
の
写

し
）。
た
だ
し
、
平
成
26
年
の
臨
時
福

祉
給
付
金
振
込
口
座
と
同
じ
場
合
は
不

要
申
請
方
法

・
郵
送
で
申
請

申
請
書
、
本
人
確
認
書
類
（
写
）
、
振

込
先
が
わ
か
る
も
の
（
写
）
を
返
信
用

封
筒
で
郵
送

・
窓
口
で
申
請
（
市
役
所
地
下
教
養
室
）

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人

確
認
書
類
と
振
込
先
が
わ
か
る
も
の
を

持
参

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

☆
『
臨
時
福
祉
給
付
金
』
を
よ
そ
お
っ
た

『
振
り
込
め
詐
欺
』
や
『
個
人
情
報
の

詐
欺
』
に
注
意

・
市
職
員
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

依
頼
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
振
込
を

求
め
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人
か

ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
現
時
点
で
、
市
職
員
が
住
民
の
皆
さ
ん

の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
、
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
市
の
職
員
を
か

た
っ
た
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵

便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
、
市
役
所
や

最
寄
り
の
警
察
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先

臨
時
福
祉
給
付
金
受
付
窓
口
（
い
き
い

き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ
）

☎
５
２
│

１
４
４
７

税

福

祉

11
月
1
日
〜
17
日
は

税
を
考
え
る
週
間

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
受
付
は

11
月
30
日
㈪
ま
で

碧
南・高
浜
合
同　

平
成
27
年
分

青
色
申
告
決
算・年
末
調
整
説
明
会

情報
ファイル
情報
ファイル

Information
File

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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就
職
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
高
い
技

能
・
資
格
を
習
得
で
き
ま
す
。

講
習
会
内
容

①
パ
ソ
コ
ン　

お
仕
事
応
用
（
金
山
・
土

曜
コ
ー
ス
）

②
調
剤
薬
局
事
務
（
名
駅
・
土
曜
コ
ー

ス
）

③
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
研
修
（
栄
・
土
曜
コ

ー
ス
）

※
①
③
は
父
子
家
庭
の
父
も
申
込
可

※
詳
し
く
は
募
集
要
領
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

定
員　

各
20
人

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

受
講
料　

無
料

※
教
材
費
・
交
通
費
は
自
己
負
担

募
集
期
間　

10
月
30
日
㈮
〜
11
月
20
日
㈮

申
込
・
問
合
せ
先

い
き
い
き
広
場
内

介
護
保
険
･
障
が
い
グ
ル
ー
プ

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

☎
５
２
│

９
８
７
１

善
意
を
あ
り
が
と
うご

ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

市
へ　

加
藤
政
義

老齢や退職による年金は所得税法上、「雑所得」とし
て所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺族
年金は課税されません。）
課税の対象となる人には、毎年１１月上旬までに日本

年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されますの
で、かならず提出してください。

提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税が多
く徴収される場合がありますので、注意してください。
なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要で

す。

国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。（その
年の１月１日～１２月３１日に納付した保険料が対象）
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務づけられています。

このため、平成２７年１月１日～９月３０日に国民年金保険料を納付した方には、「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が日本年金機構から１１月上旬に送付されます。年末調整や確定申告を行うときに必要と
なるため、大切に保管してください。

また、１０月１日～１２月３１日に今年はじめて国民年金保険料を納付した方には、来年の２月上旬に送付さ
れます。
　
※家族の国民年金保険料を納付したときも本人の社会保険料控除に加えることができる場合がありますの
で、申告の際に確認してください。

問合せ先　ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル　☎0570－058－555
（一般固定電話の場合のみ市内通話料金）

※０５０から始まる電話の場合　☎03－6700－1144

問合せ先　刈谷年金事務所お客様相談室　☎21－2115

『扶養親族等申告書』は
期限までに提出しましょう！

年金受給者の皆さん

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

※平成２８年分「扶養親族等申告書」が送付される人
・６５歳未満で年金額が１０８万円以上
・６５歳以上で年金額が１５８万円以上

母
子
家
庭
第
３
回
就
業
支
援
講
習
会

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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◆
青
色
申
告
決
算
説
明
会

対
象　

個
人
の
青
色
申
告
者

と
き　

11
月
20
日
㈮

午
前
10
時
〜
正
午

※
資
料
は
当
日
、
会
場
で
配
布

※
青
色
申
告
決
算
書
用
紙
は
確
定
申
告
書

用
紙
な
ど
に
同
封

◆
年
末
調
整
説
明
会

と
き　

11
月
20
日
㈮

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

と
こ
ろ　

碧
南
市
文
化
会
館
ホ
ー
ル

（
碧
南
市
源
氏
神
明
町
４
番
地

☎
４
２
│

３
５
１
１
）

問
合
せ
先

刈
谷
税
務
署

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
２
１
│

６
２
１
２

租
税
の
役
割
や
税
務
行
政
に
対
す
る
理

解
を
深
め
る
行
事
の
開
催
の
ほ
か
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
特
集
ペ
ー
ジ
を

開
設
し
、
動
画
で
国
税
局
や
税
務
署
の
仕

事
を
紹
介
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
番
組
や
、

イ
ラ
ス
ト
・
グ
ラ
フ
を
交
え
な
が
ら
税
の

役
割
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
ス
ラ
イ

ド
な
ど
、
税
に
関
す
る
情
報
を
掲
載
し
ま

す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp

問
合
せ
先

刈
谷
税
務
署

☎
２
１
│

６
２
１
１

対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
９

月
ご
ろ
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

支
給
対
象
者　

平
成
27
年
１
月
１
日
に
お

い
て
高
浜
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
お
り
、
平
成
27
年
度
分
の
市
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
（
た
だ
し
、

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
家
族
や
、

生
活
保
護
の
受
給
者
な
ど
対
象
と
な
ら

な
い
方
も
い
ま
す
。
）

支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き

６
，０
０
０
円

申
請
期
間　

11
月
30
日
㈪
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

申
請
に
必
要
な
書
類

・
申
請
書

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
公
的
身
分
証
明

書
な
ど
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
提
出
）

・
振
込
先
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
の
写

し
）。
た
だ
し
、
平
成
26
年
の
臨
時
福

祉
給
付
金
振
込
口
座
と
同
じ
場
合
は
不

要
申
請
方
法

・
郵
送
で
申
請

申
請
書
、
本
人
確
認
書
類
（
写
）
、
振

込
先
が
わ
か
る
も
の
（
写
）
を
返
信
用

封
筒
で
郵
送

・
窓
口
で
申
請
（
市
役
所
地
下
教
養
室
）

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人

確
認
書
類
と
振
込
先
が
わ
か
る
も
の
を

持
参

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

☆
『
臨
時
福
祉
給
付
金
』
を
よ
そ
お
っ
た

『
振
り
込
め
詐
欺
』
や
『
個
人
情
報
の

詐
欺
』
に
注
意

・
市
職
員
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

依
頼
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
振
込
を

求
め
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人
か

ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・
現
時
点
で
、
市
職
員
が
住
民
の
皆
さ
ん

の
世
帯
構
成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
、
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
市
の
職
員
を
か

た
っ
た
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵

便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
、
市
役
所
や

最
寄
り
の
警
察
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先

臨
時
福
祉
給
付
金
受
付
窓
口
（
い
き
い

き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー
プ
）

☎
５
２
│

１
４
４
７

税

福

祉

11
月
1
日
〜
17
日
は

税
を
考
え
る
週
間

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
受
付
は

11
月
30
日
㈪
ま
で

碧
南・高
浜
合
同　

平
成
27
年
分

青
色
申
告
決
算・年
末
調
整
説
明
会

情報
ファイル
情報
ファイル

Information
File

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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就
職
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
高
い
技

能
・
資
格
を
習
得
で
き
ま
す
。

講
習
会
内
容

①
パ
ソ
コ
ン　

お
仕
事
応
用
（
金
山
・
土

曜
コ
ー
ス
）

②
調
剤
薬
局
事
務
（
名
駅
・
土
曜
コ
ー

ス
）

③
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
研
修
（
栄
・
土
曜
コ

ー
ス
）

※
①
③
は
父
子
家
庭
の
父
も
申
込
可

※
詳
し
く
は
募
集
要
領
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

定
員　

各
20
人

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

受
講
料　

無
料

※
教
材
費
・
交
通
費
は
自
己
負
担

募
集
期
間　

10
月
30
日
㈮
〜
11
月
20
日
㈮

申
込
・
問
合
せ
先

い
き
い
き
広
場
内

介
護
保
険
･
障
が
い
グ
ル
ー
プ

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

☎
５
２
│

９
８
７
１

善
意
を
あ
り
が
と
うご

ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

市
へ　

加
藤
政
義

老齢や退職による年金は所得税法上、「雑所得」とし
て所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺族
年金は課税されません。）
課税の対象となる人には、毎年１１月上旬までに日本

年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されますの
で、かならず提出してください。

提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税が多
く徴収される場合がありますので、注意してください。
なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要で

す。

国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。（その
年の１月１日～１２月３１日に納付した保険料が対象）
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務づけられています。

このため、平成２７年１月１日～９月３０日に国民年金保険料を納付した方には、「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が日本年金機構から１１月上旬に送付されます。年末調整や確定申告を行うときに必要と
なるため、大切に保管してください。

また、１０月１日～１２月３１日に今年はじめて国民年金保険料を納付した方には、来年の２月上旬に送付さ
れます。
　
※家族の国民年金保険料を納付したときも本人の社会保険料控除に加えることができる場合がありますの
で、申告の際に確認してください。

問合せ先　ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル　☎0570－058－555
（一般固定電話の場合のみ市内通話料金）

※０５０から始まる電話の場合　☎03－6700－1144

問合せ先　刈谷年金事務所お客様相談室　☎21－2115

『扶養親族等申告書』は
期限までに提出しましょう！

年金受給者の皆さん

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

※平成２８年分「扶養親族等申告書」が送付される人
・６５歳未満で年金額が１０８万円以上
・６５歳以上で年金額が１５８万円以上

母
子
家
庭
第
３
回
就
業
支
援
講
習
会

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
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秋
か
ら
冬
に
か
け
て
空
気
が
乾
燥
し
火

災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

火
災
の
多
く
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
火
の

不
始
末
や
不
注
意
か
ら
発
生
し
て
い
ま
す
。

「
私
の
う
ち
は
大
丈
夫
」
と
油
断
せ
ず
、

一
人
ひ
と
り
が
火
の
取
扱
い
に
十
分
注
意

し
最
後
ま
で
責
任
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

●
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
確
認
を

吊
り
ヒ
モ
を
引
く
な
ど
試
験
を
し
、
警

報
が
鳴
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
火
災
で

は
な
い
の
に
警
報
が
鳴
っ
た
り
、
試
験
を

し
て
も
警
報
が
鳴
ら
な
い
場
合
は
、
電
池

や
、
警
報
器
を
取
り
替
え
ま
し
ょ
う
。

●
平
成
27
年
度
防
火
作
品
入
賞
作
品

管
内
の
小
学
生
を
対
象
に
夏
休
み
期
間

に
募
集
し
た
防
火
ポ
ス
タ
ー
の
入
賞
作
品

が
決
定
し
ま
し
た
。

昭
和
62
年
か
ら
、
11
月
９
日
を
「
119
番

の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
正
確
な
通
報
が
、
迅
速
、
的

確
な
活
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。
119
番
通
報

は
、
慌
て
ず
落
ち
つ
い
て
質
問
に
は
っ
き

り
答
え
て
く
だ
さ
い
。

☆
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の

119
番
通
報

消

防

11
月
9
日
〜
15
日

全
国
一
斉
秋
季
火
災
予
防
運
動

『
無
防
備
な　

心
に
火
災
が 
か
く
れ
ん
ぼ
』

11
月
９
日
は「
119
番
の
日
」

安
城
市
立
三
河
安
城
小
学
校
５
年　

熊
本
ゆ
ら
ら
さ
ん

※
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
秋
季
火
災
予
防
運
動

の
ポ
ス
タ
ー
に
採
用

く
ま
も
と

碧
南
市
立
中
央
小
学
校
６
年　

佐
藤
駿
介
さ
ん

※
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
春
季
火
災
予
防
運
動

の
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
採
用

さ
と
う
し
ゅ
ん
す
け

【
特
選
】

問合せ先　衣浦東部広域連合消防局消防課　☎63－0135　　ホームページ　http://www.kinutoh.jp

救命講習会

固
定
電
話
と
同
じ
よ
う
に
消
防
に
つ
な

が
り
ま
す
が
、
市
境
で
通
報
し
た
場
合
、

隣
の
消
防
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
通
信
指
令
員
が
そ
の
地
域
の

消
防
に
転
送
し
ま
す
の
で
、
電
話
を
切
ら

ず
に
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

☆
火
災
、
救
急
な
ど
の
緊
急
通
報
以
外
は
、

次
の
番
号
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
火
事
の
場
所
や
状
況

災
害
案
内
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
２
７
│

１
１
１
９

・
病
院
の
案
内
情
報

救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー

☎
３
６
│

１
１
３
３

※
病
状
に
応
じ
て
診
療
可
能
な
最
寄
り
の

病
院
を
常
時
紹
介

問
合
せ
先

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
通
信
指
令

課☎
６
３
│

０
１
３
８

普通救命講習Ⅲ
小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、ひきつ
け、のどに異物が詰まったときの処置など

11月21日（土）

先着20人
11月５日（木）午前９時～
☎７５－２４９４　救急係へ

会場 安城消防署刈谷消防署

碧海５市在住・在勤・在学の方。　いずれの会場でも受講できます。

11月22日（日）
午前９時～正午

普及員講習再教育
応急手当普及員の資格を有する方の再
受講（前回の講習受講日から３年以内）

先着20人

講習会名

11月５日（木）午前９時～
☎２３－１２９９　救急係へ

午前９時～正午

11月５日（木）午前９時～
☎８１－４１４４　救急係へ

先着20人
午前９時～正午

知立消防署

11月15日（日）開催日

普通救命講習Ⅰ
心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、胸骨
圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など

申込

定員
開催時間

※救命講習会を団体で受講したい方は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。
※上記講習会は無料です。

対象者

備考

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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そ
の
他

11
月
10
日
〜
16
日
は

「
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発
週
間
」

在
職
者
対
象
訓
練

「
電
気
工
事
士
技
能
講
座
」

ア
ル
コ
ー
ル
の
問
題
で
悩
ん
で
い
る
本

人
や
家
族
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

衣
浦
東
部
保
健
所
健
康
支
援
課
こ
こ
ろ

の
健
康
推
進
グ
ル
ー
プ　

☎
２
１
│

９
３
３
７

※
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
。
）

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ

Ｖ
）
、
職
場
な
ど
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

な
ど
、
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
に
関
す
る
相
談
時
間
を
延
長
し
、

土
・
日
曜
日
も
対
応
し
ま
す
。

※
法
務
局
職
員
お
よ
び
人
権
擁
護
委
員
が

担
当

と
き　

11
月
16
日
㈪
〜
22
日
㈰

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

（ 

土 

・ 

日
曜
日
は
午
前
10
時
〜
午
後

5
時
）

問
合
せ
先

相
談
専
用
電
話

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
│

０
７
０
│

８
１
０

と
き 

11
月
28
日
㈯
･
29
日
㈰

午
前
９
時
10
分
〜
午
後
３
時
40
分

と
こ
ろ　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門
校

定
員 

20
人

受
講
料　

２
，３
０
０
円　

※
材
料
･
テ
キ
ス
ト
代
別

募
集
期
間　

11
月
２
日
㈪
〜
24
日
㈪

※
必
着

申
込
方
法　

ハ
ガ
キ
に
講
座
名
・
郵
便
番

号
・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話

番
号
・
勤
務
先
・
勤
務
先
電
話
番
号
を

記
入
し
て
送
付

※
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
申
込
方
法
参
照

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

申
込
・
問
合
せ
先　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門
校　

〒
4
4
4
│

１
３
２
４

碧
海
町
四
丁
目
１
│

６

☎
５
３
│

０
０
３
１

全
国
一
斉

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間

問合せ先　衣浦衛生組合　☎41－3479

衣浦衛生組合は、高浜市と碧南市で構成さ
れている一部事務組合です。
事業と決算状況について概要をお知らせし
ます。
主な事業
①し尿の処理（衛生センター）
各家庭から収集された、生し尿、浄化槽汚
泥の処理
②ごみの処理（クリーンセンター衣浦）
各家庭から収集された、可燃ごみ・粗大ご
みの処理、事業系のうち、一般廃棄物（ご
み）の処理
③ごみの再生処理（リサイクルプラザ）
再利用できると判断された、粗大ごみの展
示・販売、家庭にある不用品でも、まだ使
える物の出品・展示・販売
④温水プールと浴場の運営（サン・ビレッジ
衣浦）
クリーンセンターのごみ焼却余熱を利用し
た、温水プール、風呂施設の運営
⑤火葬場の運営（衣浦斎園）

平成26年度 決算状況の概要

平成26年度 衣浦衛生組合一般会計歳入歳出決算

73,659
3,285

30,667

569,600

299,314

1,258,031

190,527

財産収入

組合債

国庫支出金

使用料及び手
数料

分担金及び負
担金

金額（千円）

諸収入
繰越金

資源リサイクル物の売却金など
25年度からの繰越金

クリーンセンター衣浦延命化工
事に伴う交付金

款 内容

高浜市・碧南市の分担金

ごみ処理、リサイクルプラザ、
サン・ビレッジ衣浦、衣浦斎園
の施設使用料

財産の貸付や運用等による収入

歳　

入

歳入合計 2,425,083

クリーンセンター衣浦延命化工
事に伴う地方債

74,745
2,235,264

議会費 757
総務費
衛生費

15,475公債費
歳出合計

建設事業費借入金の償還費用
清掃・環境衛生事業に伴う費用
組合総括事業に伴う費用
組合議会運営に伴う費用

2,326,241

歳　

出

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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秋
か
ら
冬
に
か
け
て
空
気
が
乾
燥
し
火

災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

火
災
の
多
く
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
火
の

不
始
末
や
不
注
意
か
ら
発
生
し
て
い
ま
す
。

「
私
の
う
ち
は
大
丈
夫
」
と
油
断
せ
ず
、

一
人
ひ
と
り
が
火
の
取
扱
い
に
十
分
注
意

し
最
後
ま
で
責
任
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

●
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
確
認
を

吊
り
ヒ
モ
を
引
く
な
ど
試
験
を
し
、
警

報
が
鳴
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
火
災
で

は
な
い
の
に
警
報
が
鳴
っ
た
り
、
試
験
を

し
て
も
警
報
が
鳴
ら
な
い
場
合
は
、
電
池

や
、
警
報
器
を
取
り
替
え
ま
し
ょ
う
。

●
平
成
27
年
度
防
火
作
品
入
賞
作
品

管
内
の
小
学
生
を
対
象
に
夏
休
み
期
間

に
募
集
し
た
防
火
ポ
ス
タ
ー
の
入
賞
作
品

が
決
定
し
ま
し
た
。

昭
和
62
年
か
ら
、
11
月
９
日
を
「
119
番

の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
正
確
な
通
報
が
、
迅
速
、
的

確
な
活
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。
119
番
通
報

は
、
慌
て
ず
落
ち
つ
い
て
質
問
に
は
っ
き

り
答
え
て
く
だ
さ
い
。

☆
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の

119
番
通
報

消

防

11
月
9
日
〜
15
日

全
国
一
斉
秋
季
火
災
予
防
運
動

『
無
防
備
な　

心
に
火
災
が 

か
く
れ
ん
ぼ
』

11
月
９
日
は「
119
番
の
日
」

安
城
市
立
三
河
安
城
小
学
校
５
年　

熊
本
ゆ
ら
ら
さ
ん

※
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
秋
季
火
災
予
防
運
動

の
ポ
ス
タ
ー
に
採
用

く
ま
も
と

碧
南
市
立
中
央
小
学
校
６
年　

佐
藤
駿
介
さ
ん

※
衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
春
季
火
災
予
防
運
動

の
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
採
用

さ
と
う
し
ゅ
ん
す
け

【
特
選
】

問合せ先　衣浦東部広域連合消防局消防課　☎63－0135　　ホームページ　http://www.kinutoh.jp

救命講習会

固
定
電
話
と
同
じ
よ
う
に
消
防
に
つ
な

が
り
ま
す
が
、
市
境
で
通
報
し
た
場
合
、

隣
の
消
防
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
通
信
指
令
員
が
そ
の
地
域
の

消
防
に
転
送
し
ま
す
の
で
、
電
話
を
切
ら

ず
に
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

☆
火
災
、
救
急
な
ど
の
緊
急
通
報
以
外
は
、

次
の
番
号
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
火
事
の
場
所
や
状
況

災
害
案
内
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
２
７
│

１
１
１
９

・
病
院
の
案
内
情
報

救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー

☎
３
６
│

１
１
３
３

※
病
状
に
応
じ
て
診
療
可
能
な
最
寄
り
の

病
院
を
常
時
紹
介

問
合
せ
先

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
通
信
指
令

課☎
６
３
│

０
１
３
８

普通救命講習Ⅲ
小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、ひきつ
け、のどに異物が詰まったときの処置など

11月21日（土）

先着20人
11月５日（木）午前９時～
☎７５－２４９４　救急係へ

会場 安城消防署刈谷消防署

碧海５市在住・在勤・在学の方。　いずれの会場でも受講できます。

11月22日（日）
午前９時～正午

普及員講習再教育
応急手当普及員の資格を有する方の再
受講（前回の講習受講日から３年以内）

先着20人

講習会名

11月５日（木）午前９時～
☎２３－１２９９　救急係へ

午前９時～正午

11月５日（木）午前９時～
☎８１－４１４４　救急係へ

先着20人
午前９時～正午

知立消防署

11月15日（日）開催日

普通救命講習Ⅰ
心肺蘇生法（気道確保、人工呼吸、胸骨
圧迫）、ＡＥＤの使用法、止血法など

申込

定員
開催時間

※救命講習会を団体で受講したい方は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。
※上記講習会は無料です。

対象者

備考

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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そ
の
他

11
月
10
日
〜
16
日
は

「
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発
週
間
」

在
職
者
対
象
訓
練

「
電
気
工
事
士
技
能
講
座
」

ア
ル
コ
ー
ル
の
問
題
で
悩
ん
で
い
る
本

人
や
家
族
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

衣
浦
東
部
保
健
所
健
康
支
援
課
こ
こ
ろ

の
健
康
推
進
グ
ル
ー
プ　

☎
２
１
│

９
３
３
７

※
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
。
）

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ

Ｖ
）
、
職
場
な
ど
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

な
ど
、
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
に
関
す
る
相
談
時
間
を
延
長
し
、

土
・
日
曜
日
も
対
応
し
ま
す
。

※
法
務
局
職
員
お
よ
び
人
権
擁
護
委
員
が

担
当

と
き　

11
月
16
日
㈪
〜
22
日
㈰

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

（ 

土 

・ 

日
曜
日
は
午
前
10
時
〜
午
後

5
時
）

問
合
せ
先

相
談
専
用
電
話

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
│

０
７
０
│

８
１
０

と
き 

11
月
28
日
㈯
･
29
日
㈰

午
前
９
時
10
分
〜
午
後
３
時
40
分

と
こ
ろ　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門
校

定
員 

20
人

受
講
料　

２
，３
０
０
円　

※
材
料
･
テ
キ
ス
ト
代
別

募
集
期
間　

11
月
２
日
㈪
〜
24
日
㈪

※
必
着

申
込
方
法　

ハ
ガ
キ
に
講
座
名
・
郵
便
番

号
・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話

番
号
・
勤
務
先
・
勤
務
先
電
話
番
号
を

記
入
し
て
送
付

※
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
申
込
方
法
参
照

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

申
込
・
問
合
せ
先　

県
立
高
浜
高
等
技
術
専
門
校　

〒
4
4
4
│

１
３
２
４

碧
海
町
四
丁
目
１
│

６

☎
５
３
│

０
０
３
１

全
国
一
斉

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間

問合せ先　衣浦衛生組合　☎41－3479

衣浦衛生組合は、高浜市と碧南市で構成さ
れている一部事務組合です。
事業と決算状況について概要をお知らせし

ます。
主な事業
①し尿の処理（衛生センター）
各家庭から収集された、生し尿、浄化槽汚
泥の処理

②ごみの処理（クリーンセンター衣浦）
各家庭から収集された、可燃ごみ・粗大ご
みの処理、事業系のうち、一般廃棄物（ご
み）の処理

③ごみの再生処理（リサイクルプラザ）
再利用できると判断された、粗大ごみの展
示・販売、家庭にある不用品でも、まだ使
える物の出品・展示・販売

④温水プールと浴場の運営（サン・ビレッジ
衣浦）
クリーンセンターのごみ焼却余熱を利用し
た、温水プール、風呂施設の運営

⑤火葬場の運営（衣浦斎園）

平成26年度 決算状況の概要

平成26年度 衣浦衛生組合一般会計歳入歳出決算

73,659
3,285

30,667

569,600

299,314

1,258,031

190,527

財産収入

組合債

国庫支出金

使用料及び手
数料

分担金及び負
担金

金額（千円）

諸収入
繰越金

資源リサイクル物の売却金など
25年度からの繰越金

クリーンセンター衣浦延命化工
事に伴う交付金

款 内容

高浜市・碧南市の分担金

ごみ処理、リサイクルプラザ、
サン・ビレッジ衣浦、衣浦斎園
の施設使用料

財産の貸付や運用等による収入

歳　

入

歳入合計 2,425,083

クリーンセンター衣浦延命化工
事に伴う地方債

74,745
2,235,264

議会費 757
総務費
衛生費

15,475公債費
歳出合計

建設事業費借入金の償還費用
清掃・環境衛生事業に伴う費用
組合総括事業に伴う費用
組合議会運営に伴う費用

2,326,241

歳　

出

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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問合せ先　愛知県警察本部住民サービス課犯罪被害者支援室　☎052－951－1611［代表］
碧南警察署住民サービス係　☎46－0110

◎犯罪被害給付制度について
何らかの公的救済（労働者災害補償保険法や自動車損害賠償保障法など）や加害者側からの損害賠償を十

分に受けることができなかった場合などに国が給付金を支給する制度です。

被害者の方からのさまざま
な相談に応じています。
家族や友人からの相談も受
けています。困りごと、不安
なことなど、気軽に相談して
ください。

◎犯罪被害相談窓口について

11月25日～12月１日は「犯罪被害者週間」
広げよう支援の輪　～ご存知ですか　犯罪被害相談窓口と犯罪被害給付制度～

碧南警察署からのお知らせ碧南警察署からのお知らせ碧南警察署からのお知らせ
i n f o r m a t i o n

問合せ先　□市行政グループ　☎52－1111（内線328）

個人事業者・法人（会社）からの広告ステッカーを募集します。
詳しくは問い合わせてください。

◆募集期間 　11月２日（月）～27日（金）
※申込みが募集台数を超える場合は市内業者を優先のうえ抽選

◆掲載期間　１か月単位（最長１年）
◆必要書類・申込方法　

①高浜市車両広告掲載申込書…行政グループにて配布。市公式ホームページからダウンロード可
②広告掲載案…広告内容（広告見本）をＡ４規格に縮小したもの
③事業所の概要がわかる書類･･･パンフレットなど事業所名・代表者名・所在地などを明記したもの
【直接持参】平日　午前８時３０分～午後５時１５分　市役所３階行政グループまで
【郵　　送】〒444-1398（住所不要）　高浜市総務部行政グループ宛
※「車両広告掲載申込書在中」と明記し、11月27日（金）午後5時15分必着

「走る広告」公用車への広告募集

車種・募集台数

小型貨物自動車
（プロボックス）２台
※主に月～金曜日の昼間
に市内・市外を走行

広告サイズ・材質など

特殊フィルム　５０cm×５０cm
２枚（車両両側面用）

※剥離が可能な素材で、広告撤去の際に車体
の塗装の損傷を生じさせないもの。

掲 載 料（税込）

（１台につき）
２，０００円／月

※広告作成および作業に関する経費（広告原
稿および特殊フィルムの作成、公用車への
貼込・撤去作業）は広告主が別途負担

広告

相談窓口名／電話番号

レディース・ホットライン
☎0120－67－7830

ハートフルライン
☎052－954－8897

受　付　時　間

月～金（祝日を除く。）
午前９時～正午

月～金（祝日を除く。）
午前９時～正午／
午後1時～５時

月～金（祝日を除く。）
午前９時～午後５時

内　容

性犯罪被害相談

犯罪被害者のためのこ
ころの悩み相談

犯罪やいじめなどの被
害に関する相談

被害少年相談電話
☎0120－78－6770

ストーカー１１０番
☎052－961－0888

ストーカー被害に関す
る相談

終日
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DIA DO CIDADÃO EM AÇÃO - MUTIRÃO DE LIMPEZA
市民行動の日　一斉清掃
Dia 15 de novembro (Domingo), das 8h às 9h da manhã.
Será realizado somente em caso de chuva fraca. Em caso de chuva forte será cancelado.

Levar o lixo recolhido nos arredores de cada residência e no trajeto até os postos especiais para coleta (Tokusetsu 
station), entre o horário das 8h às 9 h da manhã.
※Levar um saco para coletar o lixo, o modelo é livre (cada morador deverá providenciar o seu). Separem os lixos incin-

eráveis, dos lixos não incineráveis. 
※Não é permitido jogar o lixo domiciliar nos postos especiais para coleta.
Os postos especiais de coleta serão indicados por uma bandeirola de cor amarela (fluorescente) com dizeres “Vamos 
todos deixar a cidade limpa” Minna de machi o kirei ni shiyou. Separar os “lixos incineráveis” (Kanen gomi), “lixos não 
incineráveis” (Funen gomi) 
A coleta do lixo será executada em sequência a partir das 9 horas da manhã.
★Também será feita a remoção da lama das canaletas de drenagem próximos a cada residência. A lama removida deverá 

ser amontoada e deixada à beira da rua, para facilitar a passagem do veículo de coleta.

A partir de 01 de Novembro a cidade de Takahama iniciará trans-
missão em idioma estrangeiro de e-mail sobre prevenção de desas-
tres naturais. 
１１月１日（日）より高浜市防災メールの外国語配信を始めます
A cidade Iniciará prestação de serviços de mensagem eletrônica para estrangeiros que residem ou trabalham no município
『Takahama Bousai e-mail』, onde você poderá obter informações sobre previsão do tempo e prevenção de desastres 
naturais através de e-mail.
・Mensagem será transmitida em inglês, português e espanhol
・Conteúdo da informação referente previsão de tempo(Alerta e etc.,) Terremoto, Tsunami (Maremoto)
・Como fazer
※É necessário antecipadamente fazer o cadastro de cada idioma.
※O cadastro é gratuito, porém para recebimento do e-mails a tarifa pela transmissão será por contado usuário.
※Para aqueles que fazem o uso do aplicativo para evitar recebimento de mensagens  inconvenientes(Meiwaku me-ru 

boushi kinou), antes de realizar o cadastro você terá que autorizar「takahama-city@raiden.ktaiwork.jp」
・Como fazer o cadastro

Ler o código QR, conectar a cada endereço do e-mail abaixo, não necessita escrever assunto, nem texto .

Informações: Toshi Bousai Group　☎52－1111（ramal 228）

Informações: 
Recolhimento do lixo: Prefeitura de Takahama - Setor Shimin Seikatsu　☎52－1111（ramal 263）
Retirada da lama: Prefeitura de Takahama - Setor Toshi Seibi　　　　　☎52－1111（ramal 296）

English
en-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

Português
po-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

Espanõl
sp-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

【PEDIDO】
.Jamais entre na área ao redor da linha ferroviária Meitetsu.
.A coleta do lixo e da lama retirada das valas de drenagem é realizada com a colaboração de voluntários. Quando 
o veículo de coleta se aproximar, pedimos a cooperação dos moradores para ajudar carregar o lixo.

.Mutirão é uma atividade voluntária com participação geral dos moradores da cidade. Durante as atividades 
coloque sempre a segurança em primeiro lugar. Jamais realize tarefas que possam colocar em risco a segurança.
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問合せ先　愛知県警察本部住民サービス課犯罪被害者支援室　☎052－951－1611［代表］
碧南警察署住民サービス係　☎46－0110

◎犯罪被害給付制度について
何らかの公的救済（労働者災害補償保険法や自動車損害賠償保障法など）や加害者側からの損害賠償を十
分に受けることができなかった場合などに国が給付金を支給する制度です。

被害者の方からのさまざま
な相談に応じています。
家族や友人からの相談も受
けています。困りごと、不安
なことなど、気軽に相談して
ください。

◎犯罪被害相談窓口について

11月25日～12月１日は「犯罪被害者週間」
広げよう支援の輪　～ご存知ですか　犯罪被害相談窓口と犯罪被害給付制度～

碧南警察署からのお知らせ碧南警察署からのお知らせ碧南警察署からのお知らせ
i n f o r m a t i o n

問合せ先　□市行政グループ　☎52－1111（内線328）

個人事業者・法人（会社）からの広告ステッカーを募集します。
詳しくは問い合わせてください。

◆募集期間 　11月２日（月）～27日（金）
※申込みが募集台数を超える場合は市内業者を優先のうえ抽選

◆掲載期間　１か月単位（最長１年）
◆必要書類・申込方法　

①高浜市車両広告掲載申込書…行政グループにて配布。市公式ホームページからダウンロード可
②広告掲載案…広告内容（広告見本）をＡ４規格に縮小したもの
③事業所の概要がわかる書類･･･パンフレットなど事業所名・代表者名・所在地などを明記したもの
【直接持参】平日　午前８時３０分～午後５時１５分　市役所３階行政グループまで
【郵　　送】〒444-1398（住所不要）　高浜市総務部行政グループ宛
※「車両広告掲載申込書在中」と明記し、11月27日（金）午後5時15分必着

「走る広告」公用車への広告募集

車種・募集台数

小型貨物自動車
（プロボックス）２台
※主に月～金曜日の昼間
に市内・市外を走行

広告サイズ・材質など

特殊フィルム　５０cm×５０cm
２枚（車両両側面用）

※剥離が可能な素材で、広告撤去の際に車体
の塗装の損傷を生じさせないもの。

掲 載 料（税込）

（１台につき）
２，０００円／月

※広告作成および作業に関する経費（広告原
稿および特殊フィルムの作成、公用車への
貼込・撤去作業）は広告主が別途負担

広告

相談窓口名／電話番号

レディース・ホットライン
☎0120－67－7830

ハートフルライン
☎052－954－8897

受　付　時　間

月～金（祝日を除く。）
午前９時～正午

月～金（祝日を除く。）
午前９時～正午／
午後1時～５時

月～金（祝日を除く。）
午前９時～午後５時

内　容

性犯罪被害相談

犯罪被害者のためのこ
ころの悩み相談

犯罪やいじめなどの被
害に関する相談

被害少年相談電話
☎0120－78－6770

ストーカー１１０番
☎052－961－0888

ストーカー被害に関す
る相談

終日
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DIA DO CIDADÃO EM AÇÃO - MUTIRÃO DE LIMPEZA
市民行動の日　一斉清掃
Dia 15 de novembro (Domingo), das 8h às 9h da manhã.
Será realizado somente em caso de chuva fraca. Em caso de chuva forte será cancelado.

Levar o lixo recolhido nos arredores de cada residência e no trajeto até os postos especiais para coleta (Tokusetsu 
station), entre o horário das 8h às 9 h da manhã.
※Levar um saco para coletar o lixo, o modelo é livre (cada morador deverá providenciar o seu). Separem os lixos incin-

eráveis, dos lixos não incineráveis. 
※Não é permitido jogar o lixo domiciliar nos postos especiais para coleta.
Os postos especiais de coleta serão indicados por uma bandeirola de cor amarela (fluorescente) com dizeres “Vamos 
todos deixar a cidade limpa” Minna de machi o kirei ni shiyou. Separar os “lixos incineráveis” (Kanen gomi), “lixos não 
incineráveis” (Funen gomi) 
A coleta do lixo será executada em sequência a partir das 9 horas da manhã.
★Também será feita a remoção da lama das canaletas de drenagem próximos a cada residência. A lama removida deverá 

ser amontoada e deixada à beira da rua, para facilitar a passagem do veículo de coleta.

A partir de 01 de Novembro a cidade de Takahama iniciará trans-
missão em idioma estrangeiro de e-mail sobre prevenção de desas-
tres naturais. 
１１月１日（日）より高浜市防災メールの外国語配信を始めます
A cidade Iniciará prestação de serviços de mensagem eletrônica para estrangeiros que residem ou trabalham no município
『Takahama Bousai e-mail』, onde você poderá obter informações sobre previsão do tempo e prevenção de desastres 
naturais através de e-mail.
・Mensagem será transmitida em inglês, português e espanhol
・Conteúdo da informação referente previsão de tempo(Alerta e etc.,) Terremoto, Tsunami (Maremoto)
・Como fazer
※É necessário antecipadamente fazer o cadastro de cada idioma.
※O cadastro é gratuito, porém para recebimento do e-mails a tarifa pela transmissão será por contado usuário.
※Para aqueles que fazem o uso do aplicativo para evitar recebimento de mensagens  inconvenientes(Meiwaku me-ru 

boushi kinou), antes de realizar o cadastro você terá que autorizar「takahama-city@raiden.ktaiwork.jp」
・Como fazer o cadastro

Ler o código QR, conectar a cada endereço do e-mail abaixo, não necessita escrever assunto, nem texto .

Informações: Toshi Bousai Group　☎52－1111（ramal 228）

Informações: 
Recolhimento do lixo: Prefeitura de Takahama - Setor Shimin Seikatsu　☎52－1111（ramal 263）
Retirada da lama: Prefeitura de Takahama - Setor Toshi Seibi　　　　　☎52－1111（ramal 296）

English
en-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

Português
po-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

Espanõl
sp-bousai.takahama-city@raiden.ktaiwork.jp

【PEDIDO】
.Jamais entre na área ao redor da linha ferroviária Meitetsu.
.A coleta do lixo e da lama retirada das valas de drenagem é realizada com a colaboração de voluntários. Quando 
o veículo de coleta se aproximar, pedimos a cooperação dos moradores para ajudar carregar o lixo.

.Mutirão é uma atividade voluntária com participação geral dos moradores da cidade. Durante as atividades 
coloque sempre a segurança em primeiro lugar. Jamais realize tarefas que possam colocar em risco a segurança.
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２
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円
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■日
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月
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９
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５
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４
時
30
分
ま
で

※
休
館
日
は
月
曜
日
（
11
月
23
日
、
平
成

28
年
１
月
11
日
は
開
館
）
、
12
月
28
日

㈪
〜
平
成
28
年
１
月
４
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）
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山
・
足
助
城
の
紅
葉
を
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
。
星
に
願
い
を
in
足
助
（
11
月
８

日
㈰
ま
で
。
巴
川
に
無
数
の
「
い
の
り

星
®
」
を
放
流
し
幻
想
的
な
川
面
を
演

出
）
、
竹
灯
り
の
香
積
寺
（
11
月
14
日

㈯
〜
29
日
㈰
の
毎
週
土
・
日
曜
日
、
祝

日
。
参
道
に
竹
灯
り
を
一
斉
に
飾
り
、

香
積
寺
を
温
か
い
灯
り
で
包
み
込
む
。）

な
ど

■問
足
助
観
光
協
会

　

☎
０
５
６
５
│

６
２
│

１
２
７
２　

専
門
コ
ー
チ
の
指
導
が
あ
り
、
初
心
者

も
安
心
し
て
参
加
で
き
ま
す
。

①
水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
第
１
水
曜
日
午

後
２
時
〜
３
時
）

②
ヨ
ガ
（
第
２
・
第
４
水
曜
日　

午
後
７

時
〜
８
時
）

③
リ
ズ
ム
体
操
（
第
３
水
曜
日　

午
後
７

時
〜
８
時
）

④
ポ
ー
ル
で
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
（
第
１
・
第

３
金
曜
日　

午
後
７
時
〜
８
時
）

⑤
水
中
ア
ク
ア
ビ
ク
ス
（
第
２
・
第
４
金

曜
日　

午
後
７
時
〜
８
時
）

■費
入
場
料
（
大
人
440
円
）

■募
・
②
15
歳
以
上
（
中
学
生
を
除
く
。
）

28
人

・
③
15
歳
以
上
（
中
学
生
を
除
く
。
）

18
人

※
い
ず
れ
も
予
約
要

※
②
③
の
時
間
中
は
卓
球
設
備
の
利
用
不

可
※
内
容
は
臨
時
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
持
ち
物
な
ど
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■日
12
月
６
日
㈰　

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

■費
大
人
440
円
、
小
・
中
学
生
220
円
、
幼
児

無
料

※
事
前
に
参
加
申
込
が
必
要 

■他
泳
力
検
定
受
検
料　

１
人
１
種
目
300
円

（
※
認
定
証
、
記
録
証
な
ど
は
別
途
）

■申
11
月
７
日
㈯
正
午
〜
12
月
６
日
㈰
正
午

に
サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦
に
直
接
申
込

（
電
話
で
の
受
付
も
可
）

■問
サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦

☎
４
１
│

２
６
５
５

西
三
河
イ
ベ
ン
ト
だ
よ
り

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦

いのり星®

安
城
市

「
台
地
を
拓
く　

都
築
弥
厚
の
夢
」

豊
田
市

香
嵐
渓
も
み
じ
ま
つ
り

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン

第
16
回
水
中
ク
リ
ス
マ
ス
会

碧
南
市

「
画
家
の
詩
、
詩
人
の
絵

絵
は
詩
の
ご
と
く
、詩
は
絵
の
ご
と
く
」

※①～③は1人2競技まで参加可
※④⑤は①～③の参加者も参加可

④ポール引き
⑤泳力検定 小学生から大人20人

②玉入れ
③宝探し

①障害物レース

種目
親子の部　　10組

幼児から大人20組

募集

低学年の部　20組
高学年の部　20組
いずれも
親子の部　　20組
低学年の部　20組
高学年の部　20人

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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か
わ
ら
美
術
館

陶
芸
創
作
イ
ベ
ン
ト
講
座

「
開
運
！
オ
リ
ジ
ナ
ル〝
ま
ね
き
〞

を
つ
く
ろ
う
」

■日
12
月
13
日
㈰

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

■場
か
わ
ら
美
術
館　

２
階
陶
芸
創
作
室

■募
30
人
（
先
着
順
）

■費
高
校
生
以
上
1
，1
0
0
円
、
中
学
生

以
下
500
円

■申
11
月
13
日
㈮　

午
前
９
時
〜　

ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

■問
か
わ
ら
美
術
館

☎
５
２
│

３
３
６
６

■FAX
５
２
│

８
１
０
０

刈
谷
豊
田
総
合
病
院
市
民
公
開
講
座

「
２
型
糖
尿
病
と
生
活
習
慣
」

■日
11
月
21
日
㈯　

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

■場
刈
谷
豊
田
総
合
病
院
・
診
療
棟
５
階

（
第
１
・
２
会
議
室
）

■講
水
野
達
央
氏
（
医
師
）

■問
刈
谷
豊
田
総
合
病
院
総
務
グ
ル
ー
プ

☎
２
５
│

９
２
１
５

第
５
回

高
浜
安
立
荘
市
民
公
開
セ
ミ
ナ
ー

「
よ
っ
こ
ら
し
ょ
。

認
知
症
の
イ
メ
ー
ジ

重
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

家
族
の
関
わ
り
方
や
、
ケ
ア
の
方
法
を
、

認
知
症
専
門
医
の
講
義
や
事
例
発
表
か
ら

学
び
ま
し
ょ
う
。

■日
11
月
29
日
㈰　

午
後
１
時
〜
４
時
30
分

■場
い
き
い
き
広
場　

ホ
ー
ル

※
パ
ソ
コ
ン
要
約
筆
記
あ
り

■募
150
人
（
先
着
順
）

■講
北
村
ゆ
り
氏
（
老
年
精
神
医
学
会
専
門

医
、
医
療
法
人
鳴
子
会　

菜
の
花
診
療

所
理
事
長
）

■申
11
月
20
日
㈮
ま
で

■問
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
高
浜
安
立
荘　

☎
５
２
│

５
０
５
０

■FAX
５
２
│

５
５
９
９

高
浜
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
会
主
催

「
宝
探
し
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
」

地
図
を
頼
り
に
チ
ー
ム
で
協
力
し
て

「
お
宝
探
し
」
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
や
友
だ
ち
、

み
ん
な
で
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

■日
11
月
29
日
㈰　

午
前
９
時
〜
正
午

■場
青
少
年
ホ
ー
ム（
ス
タ
ー
ト
・
ゴ
ー
ル
）

■募
１
チ
ー
ム
４
人
以
内　

25
チ
ー
ム

（
先
着
順
）

※
小
学
校
4
年
生
以
下
は
保
護
者
１
人
参

加
■費
１
人
100
円

■持
時
計
・
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
（
カ
メ
ラ
付

き
携
帯
電
話
で
も
可
）

■他
参
加
賞
・
賞
品
あ
り

■申
■市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ

☎
５
２
│

１
１
１
１
（
内
線
330
）

■FAX
５
２
│

１
１
１
０

碧
海
農
業
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

「
感
じ
る
！
」
―
碧
海
の
農
と
食
―

■日
11
月
28
日
㈯　

午
前
９
時
〜
正
午

■場
で
ん
ま
ぁ
と
安
城
西
部

■内
農
畜
産
物
の
加
工
体
験
・
試
食
（
地
元

特
産
野
菜
試
食
な
ど
）
、
食
育
学
習

（
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
親
子
体
験
な
ど
）

■問
碧
海
農
業
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員

会
事
務
局

☎
７
６
│

２
４
０
０

第
８
回
高
浜
市
内

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
合
同
作
品
展

利
用
者
の
方
の
作
品
展
で
す
。

■日
11
月
６
日
㈮
〜
24
日
㈫

※
Ｔ
ぽ
ー
と
営
業
日
・
営
業
時
間
内

■場
Ｔ
ぽ
ー
と
１
階
パ
レ
ッ
ト
プ
ラ
ザ
奥

■問
・
市
内
の
通
所
事
業
所

・
高
浜
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
5
2
│

９
６
１
０

愛
知
県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校

職
業
訓
練
生
募
集
（
離
転
職
者
対
象
）

■募
メ
タ
ル
ク
ラ
フ
ト
（
金
属
加
工
）
コ
ー

ス
30
人

※
訓
練
期
間　

平
成
28
年
１
月
６
日
㈬
〜

６
月
24
日
㈮

■申
11
月
20
日
㈮
ま
で
に
公
共
職
業
安
定
所

に
入
校
願
書
を
提
出

※
試
験
日　

12
月
８
日
㈫

※
筆
記
試
験
お
よ
び
面
接

■問
愛
知
県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校

（
岡
崎
市
美
合
町
字
平
端
24
）

☎
０
５
６
４
│

５
１
│

０
７
７
５

催 し
募 集

【
参
加
事
業
所
】　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
高
浜
安
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、高

浜
市
社
会
福
祉
協
議
会
南
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
、高
浜
安
立
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、老

人
保
健
施
設
こ
も
れ
び
の
里
高
浜
デ
イ
ケ
ア
、葭

池
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、デ
イ
ホ
ー
ム
ふ
ぁ
ん

ふ
ぁ
ん
ら
ん
ど
、ウ
ェ
ル
カ
ム
ケ
ア
、ウ
ェ
ル
カ
ム
ケ

ア
高
浜
、小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
オ
リ
ー
ブ
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
つ
ば
笑
楽
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ひ
だ

ま
り
の
家

日 日時
場 場所
内 内容

持 持ち物
費 費用
講 講師
他 その他
申 申込先・申込方法
問 問合せ先

募 募集対象・人数

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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■日
11
月
７
日
㈯
〜
平
成
28
年
１
月
24
日
㈰

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で

※
休
館
日
は
月
曜
日
（
11
月
23
日
、
平
成

28
年
１
月
11
日
は
開
館
）
、
12
月
28
日

㈪
〜
平
成
28
年
１
月
４
日
㈪

■費
無
料

■場
■問
安
城
市
歴
史
博
物
館

☎
７
７
│

６
６
５
５

■日
11
月
17
日
㈫
〜
12
月
20
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

（
入
場
は
午
後
５
時
30
分
ま
で
）

※
休
館
日
は
月
曜
日
（
11
月
23
日
は
開

館
）
、
11
月
24
日
（
火
）

■費
一
般
800
円
、
高
校
生
・
大
学
生
500
円
、

小
中
学
生
300
円

■場
■問
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館

　

☎
４
８
│

６
６
０
２

■日
11
月
１
日
㈰
〜
30
日
㈪

日
没
〜
午
後
９
時

■場
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
、
香
嵐
渓
、
町
並
み

一
帯　

飯
盛
山
・
足
助
城
の
紅
葉
を
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
。
星
に
願
い
を
in
足
助
（
11
月
８

日
㈰
ま
で
。
巴
川
に
無
数
の
「
い
の
り

星
®
」
を
放
流
し
幻
想
的
な
川
面
を
演

出
）
、
竹
灯
り
の
香
積
寺
（
11
月
14
日

㈯
〜
29
日
㈰
の
毎
週
土
・
日
曜
日
、
祝

日
。
参
道
に
竹
灯
り
を
一
斉
に
飾
り
、

香
積
寺
を
温
か
い
灯
り
で
包
み
込
む
。）

な
ど

■問
足
助
観
光
協
会

　

☎
０
５
６
５
│

６
２
│

１
２
７
２　

専
門
コ
ー
チ
の
指
導
が
あ
り
、
初
心
者

も
安
心
し
て
参
加
で
き
ま
す
。

①
水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
（
第
１
水
曜
日
午

後
２
時
〜
３
時
）

②
ヨ
ガ
（
第
２
・
第
４
水
曜
日　

午
後
７

時
〜
８
時
）

③
リ
ズ
ム
体
操
（
第
３
水
曜
日　

午
後
７

時
〜
８
時
）

④
ポ
ー
ル
で
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
（
第
１
・
第

３
金
曜
日　

午
後
７
時
〜
８
時
）

⑤
水
中
ア
ク
ア
ビ
ク
ス
（
第
２
・
第
４
金

曜
日　

午
後
７
時
〜
８
時
）

■費
入
場
料
（
大
人
440
円
）

■募
・
②
15
歳
以
上
（
中
学
生
を
除
く
。
）

28
人

・
③
15
歳
以
上
（
中
学
生
を
除
く
。
）

18
人

※
い
ず
れ
も
予
約
要

※
②
③
の
時
間
中
は
卓
球
設
備
の
利
用
不

可
※
内
容
は
臨
時
的
に
変
更
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
持
ち
物
な
ど
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■日
12
月
６
日
㈰　

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

■費
大
人
440
円
、
小
・
中
学
生
220
円
、
幼
児

無
料

※
事
前
に
参
加
申
込
が
必
要 

■他
泳
力
検
定
受
検
料　

１
人
１
種
目
300
円

（
※
認
定
証
、
記
録
証
な
ど
は
別
途
）

■申
11
月
７
日
㈯
正
午
〜
12
月
６
日
㈰
正
午

に
サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦
に
直
接
申
込

（
電
話
で
の
受
付
も
可
）

■問
サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦

☎
４
１
│

２
６
５
５

西
三
河
イ
ベ
ン
ト
だ
よ
り

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
衣
浦

いのり星®

安
城
市

「
台
地
を
拓
く　

都
築
弥
厚
の
夢
」

豊
田
市

香
嵐
渓
も
み
じ
ま
つ
り

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン

第
16
回
水
中
ク
リ
ス
マ
ス
会

碧
南
市

「
画
家
の
詩
、
詩
人
の
絵

絵
は
詩
の
ご
と
く
、詩
は
絵
の
ご
と
く
」

※①～③は1人2競技まで参加可
※④⑤は①～③の参加者も参加可

④ポール引き
⑤泳力検定 小学生から大人20人

②玉入れ
③宝探し

①障害物レース

種目
親子の部　　10組

幼児から大人20組

募集

低学年の部　20組
高学年の部　20組
いずれも
親子の部　　20組
低学年の部　20組
高学年の部　20人

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

特　
　

集
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市内の優秀な食育活動を表彰する「2015カワラッキー賞」の表彰式を
11月22日（日）の農業まつりで行います。
入賞作品の展示や食育コーナー（新米おにぎり作り体験）もあります。

とき　　11月22日（日）
ところ　表彰式：高浜営農センター（ＪＡ高取支店敷地内）

作品展示・食育コーナー: 高取公民館

市内の子育て支援施設、子育て応援グループが合同で実施します。親子で製
作にチャレンジしたり、おやつを作ったり、ミニコンサートもありますよ♪

とき　12月18日（金） 午前10時～11時30分ごろ
ところ　いきいき広場 ３階
参加費　子ども1人100円 　※製作費として1家族200円～300円別途必要
対象・定員　乳幼児親子50組程度　　※要予約・先着順
申込方法　11月９日（月）午前10時～

※各子育て支援センター、いちごプラザへ直接来館して申込
（電話申込不可）

2015カワラッキー賞表彰式＆入賞作品展示

問合せ先　□市こども育成グループ　☎52－1111（内線362）

問合せ先　□市こども育成グループ　☎52－1111（内線362）

クリスマス会
が

開 催 !!

問合せ先　□市教育センターグループ　☎52－1111（内線311）

「幼・保、小、中一貫教育の推進」
11月15日は【家庭の日】ノーテレビ・ノーゲーム・ノー携帯・ノースマホデーです。
＜めざす年長＞いろいろなことに興味・関心をもち、やってみます。
＜めざす小６＞友だちの考えを大切にし、自分の意見をわかりやすく伝えます。
＜めざす中３＞友だちに考えを聞いて、自分の考えに生かします。

高浜市教育基本構想の実現に向けて○28

こんな高浜っ子を目指します!!こんな高浜っ子を目指します!!こんな高浜っ子を目指します!こんな高浜っ子を目指します!!

～前向きに取り組む子～～前向きに取り組む子～

「幼 保 小 中 貫教育の推進」

高浜市教育基本構想の実現に向けて○○○
～高浜を愛し、高浜の良さを学んで高浜でたくましく生きる未来市民の育成～～高浜を愛し、高浜の良さを学んで高浜でたくましく生きる未来市民の育成～

31広 報たかはま　H27.11.1

市役所こど
も育

成グルー
プから、

子育ち・子
育て支

援に関す
る情報を

毎月１日号
で、お知

らせします
。

問合せ先　□市こども育成グループ
　　　　　☎52－1111（内線362）

支援情報

子
子

育 育
ち

て

No.126

カワラッキ
ーの

月かわり
レシピ

こども食育マスコットキャ
ラクターのかわら食人カワラ
ッキーが、保育園で子どもた
ちが食べている給食やおや
つの作り方の一部を紹介し
ます。家庭でも簡単にできま
す。ぜひ、お子さんといっしょ
に作ってみてください。

◆大学芋
材料（4～5人分）
さつまいも360ｇ、揚げ油適宜、黒ごま小さじ1
Ａ（砂糖大さじ3、醤油大さじ1、みりん大さじ4分の
3、水大さじ2弱）

作り方 
①さつまいもはひと口大に切り、水につけてアクを抜
く。
②①の水気をよく切り、きつね色になるまで揚げる。
③Ａを鍋に入れて煮詰め、タレを作る。
④③に②を入れてタレをからめる。
⑤黒ごまをふりかける。

子育てに
役立つ情報
満載です!

カワラッキーから一言
保育園や幼稚園でさつまいもを育てているところ

も多いね。
大学芋は、タレの煮詰めぐあいで、カリカリにもし

っとりにもできるよ。
少し糸を引くくらいまで煮つめると

カリカリになるよ。できたてはとって
も熱いから、やけどに気をつけてね。

M・Mさん　からのエピソードです。

市公式ホームページのトップページにある
「子育て支援ネットワーク」を

クリック!

子育て支援
ネットワーク
子育て支援
ネットワーク



ＧＯ!ＧＯ!ＧＯ!ＧＯ!ＧＯ!ＧＯ!
はまキッズ行く！はまキッズ行く！はまキッズ行く！

30 広 報たかはま　H27.11.1
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ポ ルト ガ ル 語 の ペ ー ジ を 読 ん で く だ さ い !（ P27）

LEIA A PÁGINA EM PORTUGUÊS!

広報たかはまは植物油インキを
使用しています。

チャラボコ
毎年10月、市内各所で行われる「おまんと」。この祭礼とともにあるのが
お囃子の「チャラボコ」だ。西三河独特のものといわれ、太鼓のカラッとした
音色、テンポの早いリズムが響くと、まちは一気に祭りの雰囲気に包まれる。
基本のリズムを表現した言葉が「チャラボコ」だというが、例えば高浜地区
と吉浜地区では異なる部分があり、さらには、同じ高浜地区でも上と下の
違いもあるのだとか。提灯をさげた囃子車の仕立ても少しずつ違うという。
奏者は小学生から20代の若い世代が中心だが、OBたちが熟練の腕を披
露して観客を魅了する場面も。
15年以上続けているという高浜地区の下囃子連の伊藤俊文さん（稗田町）

は「小さいころから、祭りにいくと馬よりもお囃子の方ばかり眺めていたよ
うで、そんなに好きならと誘われて小学2年生で始めました。中学・高校時
代も続け、大人になるにしたがって意識が変わりました。とにかく太鼓が好
き、という気持ちに加え、歴史あるお祭りを守っていかなくてはと思うよう
になったんです。」と、伝統芸能チャラボコへの想いを語ってくれた。社会人
になって一時離れたものの「やっぱり気になって」再び参加。「今は子どもた
ちの指導もしています。お祭りの後、『楽しかった！』と言ってくれるととても
嬉しい。子どもが楽しいと祭りは盛りあがるし、まちの大切なものが引き継
がれます！異年齢の人と関わり、学校では習わないことを学べる場だと思う
ので、たくさんの子に経験して欲しいですね。」
駆け馬が「たかはまの男気」だとすれば、お囃子は「たかはまの粋」なの

では。秋空の下、祭りのボルテージをあげていく立役者「チャラボコ」。また
来年、お楽しみに。

編集・発行／高浜市役所総合政策グループ
〒444－1398　愛知県高浜市青木町四丁目1番地2
TEL（0566）52－1111　FAX（0566）52－1110
http://www.city.takahama.lg.jp/
電子メール info@city.takahama.lg.jp

広
報

早期配布にご協力ください。

【第 45 回】

の
“撮っておき”

たかはま

「ひと」「もの」「文化」などなど、有
形・無形を問わず、高浜市の日常の
暮らしの中にあるとっておきの「お
宝」を紹介します。

お囃子のリズムに胸を高鳴らせて

▲夕方、「ヒケ」のときは提灯に灯
りがつき、幻想的

▲伊藤俊文さん
太鼓も笛もこなすオ
ールマイティー奏者

はやし

しもはやしれん

ちょうちん

かみ しも


